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第
三
章

U
-
N
・
R
の

U
・
D
・
T
(
労
働
民
主
同
盟
)

と
の
合
併
(
己
・

Z
・
同
・

l
i
d
eロ
・
吋
・
の
成

立〉

U
-
N
-
R
は
一
九
六
二
年
一
一
月
の
国
民
議
会
選
挙
の
後
左
派
の
ド
ゴ
1

ル
支
持
者
の
政
党
U
・
D
・
T
と
合
併
し
、

c
'
Z
-
戸
1
l
i
c
e
U
-
づ
と
名
称

ω 
を
変
更
し
た
。
こ
の
章
で
は
、

U
-
D
，T
は
ど
の
よ
ろ
な
経
緯
で
成
立
し
た

の
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
組
織
上
・
思
想
上
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
、

U
-
D
・
T
と
の
合
併
は

U
・
N
-
R
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
義
を
も
っ
た
の
か
と

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

い
う
問
題
を
考
察
し
て
お
く
。

U
・
D
-
T
(
C
E
C
Z
O合
国

R
E
Z』
coι
戸
吋

E
Sニ
)
の
成
立

左
派
の
ド
ゴ
l
ル
支
持
者
の
結
集
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
第
四
共
和
制
末
期
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
人
々
が
一
つ
の
組
織
に
結
集
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
は
一
九
五
八
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
の
あ
ら

ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

r
a
-
-

λ
・
升
一
伊
良

一
九
五
六
年
か
ら
五
七
年
に
か
け
て
、
中
道
左
派
系
の
週
刊
誌
円
開
×
l

言
自
由
や

F
2
2
0
g
a
g陣
内
氏
な
ど
が
ド
ゴ
l
ル
の
政
権
復
帰
の
呼
び
か

け
を
し
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て

R
・
p
・
F
(
フ
ラ
ン
ス
人
民
連

A
U
、
s
-
F
・

I
・
0
(社
会
党
〉
、

r
F
E
H
u
e
s
-
(急
進
党
〉
に
所
属
す
る
た
派
の
人

々
が
動
き
始
め
た
。
こ
の
人
々
は
、
セ
ル
ヴ
ア
ン

H
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル

ーの

-
P
2
2
7
ω
n
r
E
r
t
)
を
中
心
と
す
る
「
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
に
訴
え
る
共

和
派
委
員
会
」
ハ

r
p
g
g
月

S
E
E
s
-
z
q
E芝
山
=
の
吉
郎
正
常

CE--m)
と
い
ま
一
つ
の
組
織
「
共
和
主
義
者
及
び
民
主
主
義
者
の
委
討
会
」

(
芯
の
2
U
F
広

m
s
c
E円
E
2
3
U宮
百
円
円
え
め
)
に
結
集
し
た
。
前
者
に
は
現

職
の
国
会
議
員
、
官
吏
、
弁
護
士
、
退
職
官
吏
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
元
国

会
議
員
、
文
学
者
、
学
生
ら
が
参
加
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
に
は
、
社

会
党
員
、
急
進
党
員
、
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
派
、
新
左
派

(
Z
2
2
F

C
E
n
Z
)
と
げ
は
れ
る
人
々
の
参
加
が
多
く
、
後
者
の
方
が
よ
り
左
派
的

な
組
織
で
あ
っ
た
。
)
こ
の
二
つ
の
組
織
が
ド
ゴ
ー
ル
の
政
権
復
帰
1
1
1
一
九

五
八
年
六
月
一
月
ド
ゴ
ー
ル
政
府
が
成
立

l
|
後
の
七
月
に
合
併
し
て
、
新

組
織
「
共
和
主
義
改
革
派
」

2
3同
詩
吟

-m
問
え
2
E内
初
身
ロ
ゲ
}
5
5〉
を
結

成
し
た
。
こ
れ
が
左
派
の
ト
ゴ
i
ル
支
持
政
党
U
-
D
-
T
の
前
身
で
あ
る
。

共
和
主
義
改
革
派
の
創
設
に
際
し
て
は
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
一
つ
は

U
-
N
-
R
の
側
か
ら
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
は
全
て
既
存
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
政
党

で
あ
る

U
-
N
-
R
に
結
集
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
新
ら
し
い
ド
ゴ
1

ル
支
持

政
党
の
結
成
を
中
止
す
る
よ
う
に
と
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

U
-
N
-
R
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
、
共
和
主
義
改
革
派
の
創

設
の
際
最
も
カ
の
あ
っ
た
セ
ル
ヴ
ア
ン

H
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
は
「
ス
l
ス
テ
ル

r、
巴町吋
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料

内

sv

の
如
き
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
、
、
シ
ャ
ン

H
パ
プ
テ
ィ
ス
ド
・
ピ
ア
ジ
ィ

G
gロ
F
Z互
角
田
ω岡
崎
同
)
の
如
き
著
名
な
フ
ァ
シ
ス
ト
と
同
じ
テ
ー
ブ
ル

まを

に
つ
く
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え

《

4
)

が
多
数
の
支
持
を
得
た
。

共
和
主
義
改
革
派
の
創
設
に
際
し
て
の
い
ま
一
つ
の
問
題
は
新
し
い
組
織

の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
の
間
で
意
見
の
対
立
が
生
じ

た
こ
と
で
あ
る
。
左
派
の
ド
ゴ
ー
ル
支
持
者
の
か
な
り
多
く
の
人
々
が
新

し
い
組
織
を
「
思
索
の
機
関
、
政
治
思
想
を
共
通
に
す
る
者
の
一
種
の
ク
ラ

ブ
」
に
し
、
組
織
と
し
て
選
挙
戦
に
乗
り
出
す
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
構

想
を
支
持
し
た
。
結
成
後
会
長
に
な
っ
た
ア
ン
リ
ィ
・
フ
ル
ネ
イ
(
国

3
ユ

P
2
3〉
も
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
選
挙
の
時
左
派
の
人
々
と
闘
わ
な
く
て
す

む
と
考
え
て
こ
の
構
想
合
支
持
し
た
。
し
か
し
結
局
は
、
共
和
主
義
改
革
派

(
5
)
 

に
結
集
し
た
人
々
の
多
数
は
こ
の
組
織
を
政
党
に
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
。

左
派
の
ド
ゴ
l
ル
支
持
者
が

U
-
N
-
R
と
は
別
に
共
和
主
義
改
本
派
を
結
成

し
た
の
は
、
し
か
も
そ
れ
を
「
思
索
の
機
関
」
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
政
党

に
し
た
の
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
自
決
政
策
を
支
持
す
る
左
派
の
ド
ゴ

l

ル
支
持
者
を
結
集
し
て

U
・
N
-
R
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
に
対
抗
し
ょ

〈

0
)

う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
共
和
主
義
改
革
派
は
一
九
五
八
年
七
月
に
結
成
さ
れ
、

rriJ 
~l: --

一
一
月
の
国
民
議
会
選
挙
に
お
い
て
選
挙
戦
に
参
加
し
た
。
こ
の
選
挙
で
同

派
の
所
属
を
名
乗
っ
た
候
補
者
は
八
三
人
い
た
が
、
こ
の
う
ち

M
・
R
-
P
、

社
会
党
、
急
進
党
な
ど
に
も
所
属
し
た
二
軍
所
属
の
者
が
四
八
人
も
あ
り
、

同
派
だ
け
の
所
属
す
名
乗
っ
た
の
は
三
五
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
選
挙
の
結
果

は
こ
の
党
の
弱
体
を
さ
ら
け
出
し
た
。
第
一
回
選
挙
に
お
い
て
、
共
和
主
義

改
革
派
独
自
の
候
補
者
三
五
人
の
中
で
一
万
票
以
上
の
得
票
を
し
た
者
は
一

人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
第
二
同
選
挙
に
お
い
て
は

U
-
N
-
R
の
た
め

に
立
候
補
取
下
げ
を
す
る
よ
う
に
と
の
党
木
部
の
指
令
売
出
し
た
に
も
か
か

(
R
V
 

わ
ら
ず
若
干
の
候
補
者
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

選
挙
の
敗
北
は
内
部
の
意
見
の
違
い
を
表
面
化
さ
せ
、
か
ね
て
共
和
主
義

改
革
派
を
し
て
「
政
治
思
想
を
共
通
に
す
る
者
の
一
径
の
ク
ラ
ブ
」
に
す

べ
き
だ
と
の
考
え
を
も
っ
て
い
た
会
長
の
フ
ル
ネ
イ
(
民
自
己

p
z
a〉
ら

有
力
な
メ
ン
バ
ー
が
党
を
離
れ
た
。
こ
う
し
て
元
来
が
弱
体
な
共
和
主
義
改

革
派
は
組
織
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
党
を
解
散
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ド
ゴ

l
ル
大
統
領
の
意
見
を
関
い

た
上
で
最
終
的
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
り
、
セ
ル
ヴ
ア
ン

H
シ

ユ
レ
ー
ベ
ル
が
共
和
主
義
改
革
派
の
代
表
者
と
し
て
ド
ゴ
l
ル
と
会
談
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
は
場
合
に
よ
っ

て
は
解
散
た
宣
二
一
目
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
と
会
談
し
た
ド
ゴ

l
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ω 
ル
は
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
の
組
織
の
存
続
を
求
め
た
の
み
な
ら
ず
、
素

子
の
有
力
な
人
物
l
!
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン

(
F
C
C
-
m

〈
m
一一

g)、
ビ
ロ
ッ
ト

(
∞
一
一
一
♀
丹
)
将
軍
、
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
グ
ラ
ン
ヴ
ァ
ル

(
2
2】

2
丹
。

S
E
a
-
)

ら
!
|
九
匂
名
ざ
し
て
彼
ら
を
左
派
の
ド
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
に
加
え
る
こ
と
を

要
求
し
、
彼
ら
が
そ
こ
に
加
わ
る
よ
う
説
得
す
る
任
務
」
ぞ
自
ら
引
き
受
け
た

(
後
に
彼
ら
は
全
て

U
・
D
・
T
に
入
る
こ
と
に
な
る
)
。
共
和
主
義
改
革
派
を

ι統
さ
せ
、
よ
り
強
力
な
も
の
に
せ
よ
と
の
ド
ゴ
ー
ル
の
要
求
む
-
同
派
は
不

必
不
承
受
け
い
れ
た
。
こ
の
要
求
を
受
け
い
れ
る
に
際
し
て
、
同
派
の
指
導

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

必
は
そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
を
政
府
の
ポ
ス
ト
に
任
命
す
る
こ
と
や
そ
の
活

動
を
発
快
さ
せ
る
に
必
要
な
物
的
手
段
J

ゼ
与
え
る
こ
と
な
ど
を
ド
ゴ

l
ル
に

(
9
v
 

裂
し
ぶ
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

左
派
の
ド
ゴ
i
ル
支
持
者
の
組
織
の
存
続
失
求
め
ら
れ
た
共
和
主
義
改
平

派
の
人
々
は
川

R
-
Y
-
F、
社
会
党
、

「
青
年
共
和
主
義
者
」

G
2
2
m
b
l

ヨ
主
主
弓
)
、
「
進
歩
派
」

(
p
c
m
Z
3
a
g〉
な
ど
の
左
派
の
ド
ゴ
i
ル
支
持

者
の
へ
仁
て
を
集
め
る
政
党
に
し
よ
う
と
の
気
持
か
ら
、
そ
れ
ま
で
共
和
主
義

改
革
派
を
除
く
こ
れ
ら
諸
組
織
の
「
連
合
体
」
公

E
2
5
r
F
5
3ご
と
し
て

作
在
し
て
い
た

C
E
C
D
U
b
ヨ
2
2
Z
A
E
《
山
口
吋

gs-一
(
C
-
u
-
叶
・
)
と

い
う
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
こ
れ
を
新
し
い
政
党
組
織
に
す
る
こ
と
に
し

(
刊
》

た
。
新
党
結
成
の
準
備
は
セ
ル
グ
ア
ン

H
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
や
ル
イ
・
ヴ
ァ
ロ

γ
な
ど
八
人
か
ら
な
る
「
臨
時
執
行
部
」
ハ
回
己

5
2
p
c
i
S
5
)
に
よ
り

進
め
ら
れ
た
が
、
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
の
中
に
は
党
の
指
導
権
が
ヴ
ア

ロ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
握
ら
れ
る
の
を
恐
れ
る
者
も
い
て
結
成
の
手
続
は
ス
ム

ー
ス
に
進
ま
ず
、
ド
ゴ
ー
ル
自
身
、
が
セ
ル
ヴ
ァ
ン

H
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
、
ル
イ
・

グ
ア
ロ
ン
他
数
人
の
有
力
な
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
た
ち
を
相
次
い
で
招

さ

U
・
D
・
T
の
結
成
に
尽
力
し
た
む
か
く
て
政
党
組
織
U
-
D
-
T
ば
一
九
五

九
年
四
月
一
四
日
に
創
設
さ
れ
た
。

(
1
)

以
下
の
記
述
は
旬
。
コ
百
三
の
ち
g
L
h
m
m
D
Z一
一
目
切
な
号
怒
号
宮

(
云
忠
↓
白
印
∞
|
〉
C
南
区
一
回
目
N
〉

-
Y向

$
5
2
3
胃

bmm口
広
三
白

3
2
x
b

品。
P
Z
L
o
FュF
8
5
F
胃

E
L
g
g
L。
ζ
3
3
=『
-

令

官
o
r
m
m。
己
の
o一
一
一
泊
三
入
。
♀
・
呂
田
日
〉
℃
o
z
こ
。

L
-
1
0
5。
牛
、
一
何
台
五
虫

ωロ甘か
2
m
g
H
Z
舟

ω丘
町
ロ
円
勾
印
刷
W
C
一一三宮内
m
l
i
未
刊
、
パ
リ
大
学
法

学
部
に
複
写
を
依
煩
ー
ー
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
∞

C
Zコ
は

執
筆
当
時

U
・
D
・
T
の
青
年
部
パ
リ
支
部
に
属
し
、
パ
リ
支
部
の
三

名
の
代
表
の
一
員
と
し
て
党
の
指
導
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
、

さ
ら
に
執
行
委
員
会
(
当
時
二
四
名
で
構
成
)
の
メ
ン
バ
ー
に
も
な

っ
た
人
で
、

U
-
D
-
T
の
若
い
指
導
者
で
あ
る
。

(
2
〉
『
ゲ
一
L

J

古
・
会
-
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
自
身
は
一
九
五
八
年
ド
ゴ

ー
ル
の
権
力
復
帰
に
強
く
反
対
し
た
が
、
マ
ン
デ
ス
派
に
は
ド
ゴ
ー

ル
支
持
者
も
い
た
わ
け
で
あ
る
。

(
3
)

ス
1
ス
テ
ん
も
ピ
ア
ジ
ィ
も
と
も
に
熱
心
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
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料

論
者
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
本
論
稿
の
第
二
章
参
照
。

(
4〉
『
Z
L
-
H
Y

会
ー
ミ
・

(
5
)
H
Z〔
「
司
・
ミ
.

(
6
)

雑
誌
の
G
E
Z同
の
一
九
五
八
年
九
月
一
一
一
一
一
日
付
記
事
は
、
こ
の
新

し
い
政
党
は
「
革
新
さ
れ
な
い
諸
組
織
の
中
に
散
ら
ば
っ
て
途
方
に

〈
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
中
央
派
及
び
左
派
の
分
子
を
ゴ
!
リ
ズ
ム

の
旗
じ
る
し
の
下
に
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ゴ

l
ル
が
仲
裁
す

る
両
当
事
者
の
一
つ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
記
し
た

(FEL--

℃・ム吋)。

(
7
)

共
和
主
義
改
革
派
は
事
実
上
は
一
九
五
八
年
六
月
に
出
来
て
い

た
が
疋
式
に
は
七
月
一
一
一
一
一
日
に
成
立
し
た
。

E
L・℃

-
K
H

吋・

(
8
)
H
-
L
F
司
・
ぉ
l
日
・
一
九
五
八
年
一
一
月
選
挙
に
つ
い
て
は
戸
、

〉
ロ
ロ
品
。
宮

5
5
5
3印∞・同
yc-Hり・一回印
P

℃・

GUlp-
一
当
・
参

n日
n
o

(
9
)

∞-
P
Z
P
8
2
7
司

-ala-

(悶〉

HEL--
司・山由・

(
什
)
臨
時
執
行
部
の
八
人
の
メ
ン
バ
ー
は
セ
ル
ヴ
ア
ン
日
シ
ュ
レ
l
ペ

ル
、
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
の
他
ピ
ロ
グ
ト
将
軍
、
ジ
ル
ベ

l
ル
・
グ
ラ

ン
ヴ
ア
ル
、
ジ
ル
ベ

l
ル
・
ボ
ジ
ャ
ラ
ン
(
の
・
∞

Z
己
ωロ
ロ
)
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・

J

ア
ル
ア
ル
ト
ル
(
司
r
-
U乙
r
R門
司
角
川
)
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
リ
プ
コ

ウ
ス
キ
ィ
(
]
・
内
凶
作
ピ
司

}star-)、
ロ
ラ
ン
・
プ
レ
(
河
・
司
み
)
で

あ
る
(
日
玄
仏
よ
℃
・
印
U

〉。

資

〈
口
)

日σ四円-よ同》・白
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第

節

U
-
D
-
T
の
構
造
と
思
想

U
-
D
・
T
の
党
員
数
に
つ
い
て
は
正
確
に
は
把
握
し
え
な
い
が
、
ル
イ
・

ヴ
ア
ロ
ン
の
第
一
回
全
国
代
議
員
会
(
一
九
六

O
年
六
月
)
で
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
党
中
央
に
党
費
を
納
め
て
い
る
党
員
は
約
一
千
人
あ
り
、
他
に
機
関

紙

Z
C同
月
間
企
己
主
』

5
の
定
期
購
読
者
が
八
百
人
、
活
動
的
な
向
調
者

(
ω
3
E
Z
S
E
R
E
ω
〉
が
数
一
白
人
い
む

B
・
カ
エ
ン
に
よ
れ
ば
こ
の

数
字
は
も
う
少
し
大
き
く
、
党
員
数
は
約
五
千
人
、
吋
4
0
同『今回

NSzgs=。

(
2
v
 

の
定
期
購
読
者
数
は
二
千
J
一
二
千
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
党
員
一
千
J
五
千
と
言
え
ば
極
め
て
勢
力
の
小
さ
い
政
党
だ
と
言
え

る

U
-
D
・
T
の
党
員
の
職
業
で
は
党
の
指
導
者
と
一
般
党
員
と
の
間
に
大
き

な
違
い
が
あ
り
、
指
導
者
に
は
大
学
教
授
、
自
由
職
業
者
、
文
学
者
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
知
識
人
が
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
の
に
、

一
般
党
員

に
つ
い
て
は
J
パ
リ
地
区
で
は
商
工
業
者
、
公
務
員
、
自
由
業
従
事
者
、
学
生

が
大
き
な
割
合
を
占
め
、
パ
リ
地
区
以
外
の
地
方
で
は
労
働
者
階
級
l
l
フ

ラ
ン
ス
の
分
類
に
従
え
ば
労
働
者

(02ユ
耳
切
)
と
事
務
労
働
者
合
E
三
司
王
切
)

円。ヰ

ー
ー
が
圧
倒
的
に
多
い
。



党
の
地
方
組
織
は
ユ
ニ
テ
(
己
巳
な
)
と
呼
ば
れ
、
党
員
は
こ
れ
に
所
属
し
、

こ
れ
が
活
動
の
単
位
に
な
る
。
ユ
ニ
テ
は
一
般
に
は
県
毎
に
設
け
ら
れ
る
が

党
員
の
多
い
地
方
で
は
一
県
に
い
く
つ
か
の
ユ
ニ
テ
が
設
け
ら
れ
た
。
ユ
ニ

テ
が
党
H
H
名
簿
b-作
成
し
、
党
費
を
集
め
、
こ
れ
を
中
央
の
指
導
委
員
会

凸

(ncgF芯
《

-
5
2
2円
〉
に
提
出
す
る
。
党
の
宣
伝
用
小
冊
子
公
g
n
C
に
は

党
中
央
の
住
所
は
記
載
さ
れ
ず
ユ
ニ
テ
の
住
所
が
記
載
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う

と
言
わ
れ
る
か
ら

U
・
D
-
T
は
か
な
り
地
方
分
権
的
な
組
織
だ
と
言
え
る
。

党
中
央
の
組
織
と
し
て
は
全
国
代
議
員
会
合

g
〈
gECコ
E
t
o
E一乙、

指
導
委
片
会
、
執
行
委
員
会
(
伝
一
品

ma--=zbnzt〈
与
が
あ
る
。
全
国

代
議
員
会
は
毎
年
一
一
回
開
催
さ
れ
党
の
政
策
目
標
ハ
o
Z
2
E
C
を
定
め
、
指

導
委
民
会
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
す
る
。
全
国
代
議
員
会
に
は
全
て
の
党
員
が

プラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

出
席
で
K

ぎ
る
が
討
論
・
採
決
に
加
わ
る
の
は
代
議
員
〈
L
b
F
四
ロ
巴
だ
け
で
あ

る
。
代
議
員
は
ユ
ニ
テ
に
対
し
て
そ
の
党
員
数
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
。

指
導
委
員
会
は
全
国
代
議
員
会
で
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
(
四
五
人
以
内
)

で
構
成
さ
れ
、

毎
月
一
回
開
催
さ
れ
、
「
代
議
員
会
で
定
め
ら
れ
た
党
の
政

策
判
僚
に
基
づ
い
て
党
の
指
導
を
確
保
す
る
」
任
務
、
と
り
わ
け
党
内
の
規

律
令
」
保
つ
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
代
議
員
会
と
指
導
委
員
会
の
両
者
は

党
規
約
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
位
置
づ
け
ら
れ
た
正
式
の
党
機
関
で
あ
る
の
に

対
し
て
執
行
委
員
会
は
規
約
に
は
何
ら
う
た
わ
れ
て
い
な
い
非
公
式
の
機
関

で
あ
る
。
執
行
委
員
会
は
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
、
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
(

H

P

の
名
目
押
印
口
)

ら
党
創
設
に
た
ず
さ
わ
っ
た
二
四
名
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
が
党
の
実
質
的
な

門

4
)

権
力
企
行
使
し
た
と
言
わ
れ
る
。

以
上
に
述
べ
た
地
方
の
単
位
ユ
ニ
テ
、
中
央
の
諸
機
関
の
他
に
青
年
部

会

2
z
g
含

刃

5
2
)
の
存
在
を
無
視
し
え
な
い
。
こ
の
党
で
は
青
年
や
学

生
が
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
パ
リ
、
グ
ル
ノ

l
プ
ル
、
リ
ル
、

マ
ル
セ
イ
ユ
な
ど
に
お
い
て
は
青
年
部
が
あ
る
。
と
く
に
パ
リ
青
年
部
か
ら

は
三
名
が
指
導
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
一
名
は

(
5
v
 

青
年
部
代
表
の
資
格
で
執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

U
-
D
・
?
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
労
働
組
合
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と

を
あ
げ
る
こ
と
、
が
で
き
よ
う
。
党
員
で
組
合
に
加
入
し
て
い
る
者
の
多
く
は

キ
リ
ス
ト
教
的
友
愛
精
神
に
よ
る
経
何
者
と
労
働
者
の
協
調
合
理
念
と
し
て

も
つ

C
・
F
-
T
・
C
(
フ
ラ
ン
ス
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
同
盟
)
に
加
入
し
て
い

る
が
、

C
・
G
・
T
H
F
・
O
(
労
働
総
同
盟
|
労
働
勢
力
派
)
、

C
・
G
・
T
(労

働
総
同
盟
〕
に
加
入
し
て
い
る
者
も
い
る
。

一
九
六
二
年
に
経
済
計
画
を
め

ぐ
っ
て
党
が
討
論
会
な
聞
い
た
時
に
は

C
・
G
-
T
及
び
C
・
F
-
T
・
C
の
指

導
者
が
参
加
し
た
。
ま
た
、

U
・
D
-
T
の
執
行
委
員
の
中
に
は

C
・
F
-
T
・
c

に
属
し
て
い
る
者
も
い
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

U
・
D
・
T
は
労
働
組
合
と
親

密
な
関
係
に
あ
り
、
労
働
組
合
を
「
左
派
を
革
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
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寸
沖
，

虫
干

の
勢
力
」
と
見
て
常
一
祝
し
た
。

U
-
D
-
T
の
思
想
な
い
し
政
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
度

資

に
わ
た
る
代
議
員
会
(
一
九
六

O
年
六
月
と
一
九
六
一
年
四
月
)
に
あ
ら
わ

れ
た
資
料
(
報
告
や
決
議
)
-
b
d
-

中
心
に
し
て
U
・D
・T
の
考
え
方
な
い
し
政

策
を
見
て
お
こ
う
。

、づ先
ず
、

U
・D
-
T
は
自
ら
の
党
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
は
と
り
わ
け
ト
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
U
・N
-
R
と
の
ち
が
い
を

ど
う
認
識
し
て
い
る
か
が
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
第
一
回
全
国
代
議

U
-
D
-
T
の
位
置
づ
け

員
会
の
決
議
は
党
の
公
式
の
態
度
た
次
の
よ
う
に
示
し
た
。
「
U
・D
・T
は、

極
め
て
多
数
の
国
民
に
よ
っ
て
ド
ゴ
|
ル
将
軍
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
信
任

は
、
民
衆
と
り
わ
け
伝
統
的
に
左
派
に
向
う
選
挙
民
ハ

bra-門
主
同
町
邑

E
g
l

=。

=
σ
E
E件
。
円
高
=
広
田
宮

E
Z
)
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
こ
と
を
想
い
起

さ
せ
る
。

U
・D
・T
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
議
会
の
多
数
派
に
有
効
に
代
表
さ

(
7〕

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
」
。
こ
う
古
っ
て
、

U
-
D
-
T
は
自
分
た
ち

が
左
派
の
ド
ゴ
ー
ル
支
持
者
を
結
集
す
る
党
で
あ
る
こ
と
を
明
V
り
い
か
に
し

h
o
e
v
 

た。

U
・D
-
T
と
U
-
N
-
R
と
の
ち
が
い
は
具
体
的
に
は
主
と
し
て
そ
の
社

会
政
策
に
あ
ら
わ
れ
る
と
言
え
る
が
こ
の
点
は
後
に
ふ
れ
よ
う
。

左
派
の
政
党
と
自
分
た
ち
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
U
-
D
・T
は
次
の
よ
う

に
一
言
っ
て
い
る
。

「
共
庵
主
義
的
解
決
は
安
易
な
解
決
方
法
だ
。
そ
れ
は
人
聞
に
基
本
的
に

必
要
な
も
の
に
対
す
る
欲
求
|
|
個
人
の
自
由
を
さ
す
。
筆
者
註
!
!
と
物

に
対
す
る
欲
求
と
、
二
つ
の
欲
求
の
う
ち
前
者
は
抑
え
つ
け
後
者
だ
け
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
c

共
産
主
義
の
こ
の
単
純
さ
と
そ
の
目
ざ
ま
し
い
成
果
と

は
低
開
発
尉
に
対
し
て
共
産
主
義
を
魅
力
あ
る
も
の
に
感
じ
さ
せ
た
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
我
々
は
新
し
い
道
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間

を
抑
圧
す
る
こ
と
な
し
に
最
少
限
の
期
間
内
に
生
産
を
増
強
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

U
-
D
-
T
は
伝
統
的
な
左
派
の
諸
組
織
と
は
極
め
て
は
っ
き
り
と
異
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
左
派
の
有
益
な
人
々
々
自
分
た
ち
の
方
に
引
き
入
れ
な
が

ら
伝
統
的
な
左
派
の
諸
組
織
全
乗
り
超
え
る
。

U
・D
-
T
は
正
し
く
強
力
な

国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
を
欲
し
、
個
人
の
自
由
を
尊
章
一
し
人
間
的
価
値
を
も

(
9
v
 

っ
た
文
化
に
対
す
る
配
慮
J
V

示
す
点
で
共
産
主
義
に
対
立
す
る
。
」

U
・D
・T
は
ま
た
「
古
典
的
な
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
」
と
は
異
な
る
と
し

て
、
社
会
党
と
の
ち
が
い
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
U
・D
・T
は
、
自
由
に
対
す
る
無
政
府
主
義
的
な
侵
害
を
好
む
傾
向

(
Eロ

四
D
P仲

L
2
8コ
件
同

O
F
2
5
m
E
R
r
-
A
=
2
号
一
ω
ロ
r
q窓
)
及
び
有
効
性
の

不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
強
力
な
国
家
の
建
設
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
本
能
的

;1と法29(2・160)292



(
M
V
 

な
恐
怖
心
と
闘
う
点
で
古
典
的
な
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
と
異
な
っ
て
い
る
。
」

伴

u
e
D
・
?
の
経
済
・
社
会
政
策

次
に

U
-
D
・
T
の
経
済
・
社
会
政
策
を
見
て
お
こ
う
。

U
-
D
-
T
は
こ
の

点
に
関
し
て

U
-
N
-
R
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
第
一
回
全
国
代
議
員

同

会
の
決
議
は
「
時
代
遅
れ
の
社
会
構
造
と
国
家
収
益
の
現
在
の
配
分
方
法
は

届
の
統
一
ル
-
危
険
に
さ
ら
し
て
い
る
」
、
と
政
府
の
政
策
今
-
批
判
し
、
「
労
働

者
に
彼
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
与
え
る
時
期
、
が
来
た
」
と
し
た
。

U
・
D
・

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

T
の
経
済
・
社
会
政
策
の
主
要
な
も
の
は
次
の
三
点
に
見
ら
れ
る
。

ω
経
済
成
長
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
購
買
力
を
増
大
さ
せ

る
こ
と
。
自
由
業
、
上
級
幹
部
職
及
び
商
人
は
比
較
的
高
い
率
の
配
分
を
受

け
て
来
た
の
に
対
し
、
労
働
者
は
低
い
配
分
し
か
受
け
て
い
な
い
。
そ
の
結

果
、
労
働
者
の
購
買
力
は
一
九
六
一
年
の
初
め
に
一
九
五
七
年
の
水
準
か
一
回

復
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、

U
・
D
・

T
は
労
働
者
と
と
も
に
賃
金
凍
結
政
策
に
反
対
し
、
経
済
の
高
度
成
長
政
策

定
と
る
こ
と
か

e

提
案
し
て
い
る
。

(2) 

計
画
化

Q
F
E
{民
生
。
ロ
〕
の
民
主
化
。
経
済
の
宣
何
度
成
長
を
は
か
る

た
め
に
は
計
画
が
必
要
で
あ
る
が
現
在
の
計
画
は
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
家
庭
用
備
品
な
ど
の
分
野
で
は
過
剰
な
投
資
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方

で
教
育
、
住
宅
、
工
作
機
械
と
い
っ
た
分
野
で
は
投
資
は
十
分
に
な
さ
れ
て

い
な
い
。
計
画
が
こ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
原
因
は
計
画
が

十
分
に
民
主
的
で
な
い
こ
と
と
計
画
が
強
制
的

(
5
1
3
E
)
な
力
を
有
せ

ず
指
標
的
な

C
E
E
Z
)
な
力
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
言
っ
て
、

U
・
D
・
T
は
計
画
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
な
お
す
た
め
に

は
、
一
つ
に
は
計
画
の
制
定
に
労
働
組
合
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
第
二
に
計

画
は
法
律
に
よ
っ
て
承
認
b
-
受
け
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

《臼
V

と
し
て
い
る
。

ω
労
働
者
の
企
業
活
動
及
び
企
業
収
益
へ
の
参
加
。

U
-
D
・
?
の
機
関

紙

Z
♀

z
m者
c
Z
5
5
の
特
別
号
『
U
・
D
・
T
は
諸
君
に
語
る
』
は
「
労

働
者
の
企
業
運
常
及
び
企
業
利
益
へ
の
参
加
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
一
項
目

を
設
け
て
党
の
考
え
方
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
企
業
の
運
営
及
び
収
益
に
対
し
て
労
働
者
が
参
加
す
る
体
制
の
み

が
『
共
同
体
感
情
に
よ
る
失
望
か
ら
の
解
放
』
々
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は

俸
給
生
活
者
(
邑
自
主
)
と
い
う
も
の
を
な
く
す
る
こ
と
と
共
同
資
本
に

対
す
る
個
人
的
所
有
部
分
に
対
し
て
全
て
の
労
働
者
が
持
分
を
も
っ
ょ

う
に
す
る
と
い
う
問
題
に
関
係
す
る
。
個
々
の
企
業
へ
の
参
加
だ
け
で

は
十
分
で
な
く
企
業
集
団
や
国
の
段
階
で
も
参
加
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
個
別
企
業
へ
の
労
働
者
の
参
加
に
つ
い
て
言
う
と
、
労
働
者

と
企
業
の
幹
部
は
企
業
の
貯
蓄
部
分
に
対
す
る
所
有
権
を
も
た
な
け
れ
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米?

ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
会
社
の
運
営
の
仕
方
で
は
企
業
の
貯
蓄
に
よ
る

増
資
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
株
主
の
利
益
に
お
い
て
労
働
者
や
企
業
の

資

幹
部
の
利
益
は
侵
さ
れ
て
い
る
。
企
業
の
収
益
に
対
す
る
労
働
者
の
参

加
は
法
律
に
よ
っ
て
義
務
的
な
も
の
と
さ
れ
且
つ
企
業
の
自
己
資
本
金

に
よ
っ
て
増
資
さ
れ
た
利
益
に
ま
で
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

企
業
の
管
理

2
5
n
gロ
)
と
規
律

2
5
-
1
5
4
に
つ
い
て
言
う

と
、
企
業
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
は
必
要
で
あ
る
が
、
資
木
主
義
的
生
産

形
態
が
ム
ー
も
な
お
含
ん
で
い
る
社
会
的
従
属
関
係
は
今
日
で
は
特
別
な

必
然
性
を
ふ
唯
一
く
も
た
な
い
。
」

白

U
・
D
・
T
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策

最
後
に

U
-
D
・
?
の
ア
ル
、
シ
エ
リ
ア
政
策
今
一
見
て
お
こ
う
。
結
論
か
ら
(
一
一
員

う
と
、

U
・
D
・
T
は
ア
ル
、
ン
エ
リ
ア
の
民
族
自
決
政
策
を
明
確
に
支
持
し
て

お
り
、
こ
の
内
…
に
お
い
て
党
内
の
多
数
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
槌
民
地
の
維
持
に

固
執
し
て
い
た

U
-
N
-
R
と
態
度
を
異
に
し
て
い
る
。
先
ず
、

一
九
五
九
年

六
月
二
日
に
「
も
し
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
入
、
が
我
々
と
と
も
に
い
た
い
と
思
わ

な
い
な
ら
ば
誰
も
ア
ル
ジ
ヱ
リ
ア
人
を
フ
ラ
ン
ス
に
強
制
的
に
結
び
つ
け
て

お
く
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
す
る
、
民
族
自
決
を
認
め
る
態
度
を
党
と
し
て

明
確
に
し
て
い
た
。
ま
た
、

一
九
六

O
年
六
月
(
一
一

l
二
一
日
)
の
第

回
全
国
代
議
員
会
の
決
議
に
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
な

内
容
が
も
り
込
ま
れ
た
。

「
こ
九
五
九
年
)
九
月
一
六
日
に
ド
ゴ
ー
ル
将
寧
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

民
族
自
決
の
政
策
は
国
民
の
賛
成
と
国
際
世
論
の
助
力
を
得
た
の
で
あ
る
か

ら
、
も
し
多
く
の
反
対
に
出
会
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
す
で
に
平
和
を
も
た
ら

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
行
政
部
、
軍
部
、
政
党
、
利
益
集
団
の
中
で
こ
の
民

族
自
決
政
策
を
妨
害
す
る
人
々
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
叛
徒
で
る
る

F
・
L
-
N

と
向
様
に
犯
罪
的
で
あ
る
。
民
族
自
決
政
策
は
効
果
的
に
且
つ
誠
実
に
突
鈍

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
政
策
の
前
提
条
件
と
し
て
停
戦
が
必
要
だ

が
、
停
戦
は
フ
ラ
ン
ス
が
闘
っ
て
い
る
相
手
と
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
し
か

実
現
し
な
い
。

U
-
D
・
T
は
こ
の
話
し
合
い
生
成
功
さ
せ
る
た
め
に
且
つ
民

族
自
決
政
策
を
と
る
こ
と
を
明
確
に
保
証
し
て
も
ら
う
た
め
に
ド
ゴ

l
ル
将

円

刊

)

甲
車
に
信
任
を
与
え
る
。
」

右
の
決
議
に
は
民
族
自
決
と
と
も
に
直
ち
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
側
と
話
し
ん
日

い
を
す
べ
き
だ
と
の

U
・
D
-
T
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。

第
二
回
全
国
代
議
員
会
(
一
九
六
一
年
四
月
)
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
問
題
に
つ
い
て
の
報
告
者

A
・
デ
ュ
タ
レ
ッ
ト
(
〉

-
u
z
g耳
丹
)
は
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
、
党
は
ド
ゴ
l
ル
に
企
面
的
に
委
ね

る
と
い
う
方
法
は
と
ら
ず
、
前
回
の
4
1
国
代
議
員
会
で
定
め
ら
れ
た
「
(
ア
ル

ジ
ヱ
リ
ア
の
)
相
手
と
の
交
渉
を
実
現
し
且
つ
適
切
な
接
触
の
後
民
族
自
決
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を
保
証
す
る
」
と
い
う
政
治
方
針
を
も
っ
て
党
の
将
来
の
活
動
方
針
と
す
る

旨
の
提
案
を
し
て
い
る
。

ま
た
カ
ピ
タ
ン
は
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
直
前
の
一
九
六
一
年
一
月
五
日
の

会
合
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
我
々
は
独
立
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と

い
う
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
た
構
想
を
前
に
し
て
後
退
し
て
は
な
ら
な
い
。

(つ

は
っ
き
り
し
た
も
の
の
上
に
唆
昧
な
も
の
を
投
げ
て
は
な
ら
な
い
。
(
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
側
と
の
)
交
渉
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
翌
日
に
開
始
さ
れ
な
け
れ

(uv 

ば
な
ら
な
い
。
」

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
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目
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Zcz-

(「
D
Z
2

〈
乙
-oz一)・同)・
ω
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(
2
)

∞
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内
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i
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目
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(
4
)
H
E
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-
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(
5
d
p
E
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℃

-
g
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〈

6
〉
臣
氏
」
古
・
∞
∞

(
7
)
C
-
U
'
H
w
の
S
Sロ
Z
S
Z白
骨

芯

E
F
L
O
S
E
-
冨
D
立
D

F

司
・
-

〔
以
下
で
用
い
る

C
・
O-
叶，
J

。szロ
巴

g
z
m丹
5
E
W
-
τ
-由
自

0
・

ζ
c色
。
ロ
え
知
名
古
ユ
及
、
ひ

C

0
・同，
J

。
。
コ
〈
ゆ
え
芯
コ

Z
弘
吉

E
F

M
O

一
回
目
ブ
河
内
W
U
唱
。
ユ
は
全
て

ω窓
口
『

c
a
c
E
2
5グ
、
の
同
0
0
2門

F
5
2
2
2
所
蔵
の
資
料
を
複
写
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ

る
J

ハ
8
)
U
・
D
-
T
の
機
関
誌

2
0岬
z
m
s
=
r
-
2
5
の
「
U
・
D
・
T
は
諸

君
に
語
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
特
別
号
は
同
様
の
趣
旨
を
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

ド
ゴ

l
ル
と
彼
を
支
持
す
る
大
衆
と
の
間
に
は
大
き
な
間
隙

(
i
L
乙
が
あ
る
。

U
-
N
-
R
は
こ
の
間
隙
を
埋
め
て
い
な
い
。

U
-

N
-
R
は
、
今
も
な
お
、
ド
ゴ

i
ル
の
名
で
右
派
的
な
多
数
派
令
議

会
に
も
た
ら
し
た
不
調
和
な
組
織
公
2
2
a
F
Dロ
7
3
b
g
n
-区
内
)
の

ま
ま
で
あ
る
。

U
・N
・R
に
あ
っ
て
は
若
干
の
者
の
ゴ

I
リ
ズ
ム
は

借
り
物
で
あ
り
他
の
者
は
真
正
の
ゴ
l
リ
ス
ト
だ
と
い
う
状
況
が
あ

る。
U
・D
・T
は
ド
ゴ

l
ル
と
彼
を
支
持
す
る
大
衆
と
の
間
の
間
隙
を

埋
め
、
暖
味
な
も
の
を
一
掃
し
、
ド
ゴ

l
ル
と
と
も
に
新
し
い
フ
ラ

ン
ス
の
建
設
に
尽
力
す
る
大
き
な
与
党
(
四

S
E
3
E
借
問
。
ロ
1

2
3
。5
3
5
に
な
り
た
い
。
(
円
¥
C
E
Oロ
ι
E
g口町民
Z
戸市

ιロ
可
守

〈
ω
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〈

D
5
宮
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ω
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E
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0
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司
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・
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印
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W
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昨
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・
∞
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ロ
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ロ
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M
Z白骨
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刊
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一
回
目
ア
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旬
日
ゼ
ヨ
ユ
由
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戸
川
出
回

{{ω
町
内
訪
問
戸
市
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昨
ユ

m-u=巾

ω
u
H
Y
ω

資

第
三
節

c
z・岡山田
l
i
d
-
。
↓
・
の
成
立

一
九
六
二
年
四
月
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
自
決
政
策
の
可
否
を
問
う
レ
フ

〔

1
v

エ
レ
ン
ダ
ム
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
が
解
決
し
、

一
O
月
に
は
大
統
領
直
接
選
挙
制
の
導
入
を
内
容
と
す
る
憲
法
改
正
案
が
レ

ブ
エ
レ
ン
ダ
ム
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
改
正
案
の
レ
フ
ェ
レ
ン
、
タ
ム
の

直
後
一
一
月
(
一
八
日
1

i
二
五
日
)
に
国
民
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
選
挙
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
選
挙
戦
に
干
渉
せ
ず
、
政
党
か
ら
超
然
と

し
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え
る
よ
う
努
め
て
き
た
ド
ゴ
!
ル
は
初
め
て
選
挙

戸
内
品
〉

戦
に
干
渉
し
公
然
と
多
数
派
へ
の
支
持
を
求
め
た
。
同
時
に
彼
は

U
・
N
・
R

の
総
務
ル
イ
・
テ
ル
ヌ
ワ
l
ル
と

U
-
D
-
T
の
総
務
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
を
呼

び
ゴ
l
リ
ス
ト
が
二
つ
の
政
党
に
分
れ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
理
由
が
な
い

円

4
v

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
彼
ら
に
言
っ
た
。

U
-
N
-
R
と

U
・
D
-
T
は
こ
の
選

挙
に
お
い
て
独
自
の
候
補
者

(
U
-
N
-
R
は
三
六
二
人
、

U
-
D
・
T
は
三
三

人
)
を
立
て
た
の
で
は
あ
る
が
極
め
て
親
密
な
共
闘
を
組
ん
だ
。
こ
う
し
て

両
党
は
合
せ
て
二
二
九
名
の
当
選
者
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

円

ev

新
し
い
会
期
の
始
ま
る
前
に
両
党
の
事
実
上
の
合
併
は
成
立
し
て
い
た
。
一

九
六
二
年
一
二
月
一

O
日
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
議
員
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン

パ
ー
の
リ
ス
ト
に
は
「
新
共
和
国
連
合
・
民
主
労
働
同
県
グ
ル
ー
プ
」
と
い

(
7
)
 

う
新
し
い
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

両
党
の
合
併
が
成
立
し
た
最
大
の
原
因
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
が
解
決
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
左
派
の
ド
ゴ
l
ル
支
持
者
が

U
-
N
-
R
の
外
に
別
の
組

織
を
つ
く
る
理
由
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ド
ゴ

l
ル
が

U
-
D
・
T
の

結
成
を
強
く
要
請
し
た
の
は
ア
ル
ジ
ヱ
リ
ア
問
題
解
決
の
た
め
に
自
分
を
支

持
し
て
く
れ
る
勢
力
を

U
-
N
-
R
の
中
に
求
め
難
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
党

外
に
求
め
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
が

U
・
N
・

R
に
入
ら
ず
別
の
党
合
つ
く
っ
た
の
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
関
す
る
意
見

の
対
立
が
最
大
の
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

問
題
が
解
決
し
た
後
U
・
D
-
T
は
極
く
自
然
に

U
・
N
-
R
に
吸
収
さ
れ
た
。
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同

U
-
N
-
R
は
こ
の
合
併
に
よ
り
、
労
働
者
階
級
の
利
益
の
擁
護
を
主
張
し

ま
た
労
働
組
合
と
結
び
つ
き
の
深
い
左
派
の
人
々
を
党
内
に
抱
え
込
む
こ
と

に
な
っ
た
か
ら
党
の
幅
が
ひ
ろ
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
党
内
に
異
分
子

の
存
在
な
許
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

U
-
D
・
T
が
社
会
経
済
政
策
を
め
ぐ
っ

て
政
府
や
U
-
N
-
R
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
旧
U
・
D
・
T
の
人
身
は
合
併
後
も
党
内
に
お
い
て
、
党
内
左
派
と
し
て

(
8
)
 

ま
と
ま
っ
た
動
き
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、

U
-
D
-
T
の
機
関
紙
で
あ

っ
た

Z
♀
R
m
s
z
Z
5
5
は
合
併
後
も
引
き
続
き
発
行
さ
れ
て
い
る
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
1
)

一
九
六
二
年
四
月
八
日
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
自
決
の
可
否
を
問
う

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
が
行
わ
れ
、
ド
ゴ
ー
ル
は
有
効
投
票
の
九

O
Mの

支
持
を
得
、
こ
れ
に
よ
り
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
は
よ
う
や
く
解
決
し

た
。
円
、
〉
ロ
ロ
b
o

司
C
5
5戸。一回目
N

・司・ω吋
O
帥

m
C
2
・

(
2
)

一
九
六
二
年
一

O
月
二
八
日
大
統
領
直
接
選
挙
制
を
内
容
と
す
る

慾
法
改
正
の
可
否
を
問
う
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
が
行
わ
れ
、
ド
ゴ
ー
ル

大
統
領
は
有
効
投
票
の
六
二
%
強
の
支
持
を
得
て
憲
法
改
正
案
が
可

決
さ
れ
た
。
同
¥
〉

E
b内
宮
ξ
5
5
一回目
N
-
U
-

二∞
l
一M
0

・

(
3
)

彼
は
一
一
月
七
日
の
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
放
送
に
お
い
て
、
「
あ
な

た
が
た
が
(
先
に
〉
賛
成
票
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
運

命
に
つ
い
て
為
し
た
選
択
を
(
今
度
は
)
人
物
を
選
択
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
/
」
〈

nzュ2
《

F
O
E
-
r
w

盟問
g
c
a
a
ζ
2
8
m
F
O司・門戸岬
J

吋
・
戸
田
】
-
A
A
-
U

と
呼
び
か

け
て
、
先
の
レ
フ
ヱ
レ
ン
ダ
ム
で
ド
ゴ
l
ル
の
提
案
を
支
持
し
た

U
-
N
-
R
な
ど
に
投
票
す
る
よ
う
国
民
に
訴
え
た
。
口
『
・
円
、
、
〉
ロ
コ
品
。

唱
。
一
広
胃
世
話
一
回
目
N
W

可・一
M
M
l
i
一一
~ω.

(
4
)
』
・

(urω

ユロ
?

F
、
C
-
Z
-
H
N
J
C
古
口
一
-
℃
-
N
2
・

(
5
)
第
一
回
選
挙
が
行
わ
れ
た
翌
日

U
・
N
-
R
と
U
・
D
・
T
と
は
「
そ

れ
が
可
能
な
至
る
処
で
共
産
党
に
対
し
て
道
を
塞
ぐ
」
こ
と
を
定
め

た
。
そ
の
夜
両
党
の
責
任
者
に
宛
て
た
指
示
は
共
産
党
の
候
補
者
が

勝
利
す
る
恐
れ
の
な
い
場
合
に
は
候
補
者
を
維
持
す
る
こ
と
、
党
の

候
補
者
の
存
在
が
共
産
党
の
候
補
者
を
勝
利
せ
し
め
る
恐
れ
の
あ
る

場
合
に
は
、
党
の
候
補
者
よ
り
も
よ
り
当
選
す
る
可
能
性
の
強
い

「
国
民
的
」
吉
弘
Z
E
C
候
補
者
を
当
選
さ
せ
る
た
め
に
党
の
候
補

者
の
候
補
取
り
下
げ
を
行
う
こ
と
を
厳
し
く
指
示
し
て
い
た
。
(
戸
、

〉ロロ
b
O
U
D
-
一色』

5
一回目
M
-
甘

-
-
M
吋・)

(
6
)

戸
、
〉
ロ
ロ
含
同
5
5
5
5
呂田
M

与・

5
m
-
も
っ
と
も
両
党
の
合
併
に

つ
い
て
、

U
-
N
-
R
が
議
決
機
関
で
あ
る
党
大
会
な
い
し
全
国
代
議

員
会
(
こ
れ
ら
の
機
関
に
つ
い
て
は
第
四
章
第
二
節
参
照
)
を
臨
時

に
召
集
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

ま
た
合
併
後
初
め
て
開
か
れ
た
U
-
N
・
R
の
全
国
代
議
員
会
(
一

九
六
三
年
五
月
一
八
日
|
|
一
九
日
)
に
お
い
て
も
(
弘
・
ビ
〉
ロ
ロ
合

唱。一耳石戸内

-ug--ν
・印
0
2
Eい
〈
・
)
、
一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日

l
i
二
四
日
の

C
・2
・
戸
l
I
C
-
-
)
吋
・
の
党
大
会
に
お
い
て
も

(
口
町
・
円
、
、
〉
ロ
ロ
常
司

D
E
Z
E
一田町
ω

w

H

】
・
回
一
命
仲
間
己
〈
・
)
両
党
の
合
併

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は

U
-
N
-
R
に
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料

と
っ
て

U
・
D
・
T
と
の
合
併
は
余
り
重
要
な
事
柄
と
は
考
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、

U
・
N
・
R
が
議
員
中
心
の
政
党
で
議
員
以
外
の

一
般
党
員
を
結
集
す
る
党
大
会
や
全
国
代
議
員
会
が
重
き
を
お
か
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
と
号
口
え
よ
う
。

(
7
)
こ
の
リ
ス
ト
は
吃
〉
=
=
常
吉
E
E
z
o
-
∞∞
ω
-
u・
2
一-

(
8
v

一
九
六
七
年
一
一
一
月
に
は
旧

U
・
D
-
T
の
人
々
は
社
会
経
済
政
策
を

め
ぐ
っ
て
政
府
と
き
び
し
く
対
立
し
、
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
は
ド
ゴ
ー

ル
大
統
領
に
ポ
ン
ピ
ド
ヮ

1
首
相
を
代
え
る
よ
う
に
要
求
し
さ
え
し

た
。
(
円
、
。

ζ
B
L命
日
目
込
町
ヨ
民
間
一
回
目
吋
咽

nh
・
〉
-
D
E
E
P
F
O

H
V
H

・0
5
庁
ご
H
M
F
E
m

同百《山内
W
Z
ぐ
。
閉
山
和
司
ロ
Z
S
Z
0・
「
・
。
・
り
・
』
-
w
-
U
1
M
W

E
ユ
ア
司
・

ω印
∞
・
)
ま
た
一
九
六
七
年
一
一
月
の
第
四
同
党
大
会
を

前
に
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
や
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
な
ど
旧

U
・
D
-
T
の
有
力

な
人
々
は
こ
の
大
会
に
出
席
し
な
い
と
の
態
度
を
示
し
党
内
多
数
派

と
の
対
立
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
〔
戸
、
〉
ロ
ロ
常
司

0
5
5
5
一u
m
ア
℃
・
コ

l
l
吋
∞
〉

資

第
三
章
の
ま
と
め

第
四
共
和
制
の
末
期
に
左
派
の
ト
ゴ
l
ル
支
持
者
の
結
集
の
動
き
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
五
八
年
七
月
左
派
の
ト
ゴ
l
ル
支
持
者
を
結
集
す

る
新
し
い
政
党
と
し
て
「
共
和
主
義
改
革
派
」
(
わ
ぬ
三
円
。
分

Z
H耐え
2
2
0

mF吉
正

5
5〉
が
生
れ
た
。
左
派
の
ド
ゴ
ー
ル
支
持
者
た
ち
が
既
存
の
ト
ゴ

ー
ル
支
持
政
党
U
・
N
-
R
に
加
入
し
な
い
で
独
自
の
政
党
を
つ
く
っ
た
最
大

の
理
由
は
左
派
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
者
に
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
を
認
め
る

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
の
に
、

U
-
N
-
R
の
中
に
は
ア
ル
ジ

エ
リ
ア
統
合
論
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

共
和
主
義
改
革
派
は
一
九
五
八
年
一
一
月
の
国
民
議
会
選
挙
に
候
補
者
を

擁
立
し
た
が
大
敗
北
を
喫
し
、
党
を
解
体
し
よ
う
と
の
声
が
党
内
に
支
配
的

に
な
っ
た
。
し
か
し
左
派
の
ド
ゴ

i
ル
支
持
者
た
ち
が
独
自
の
組
織
を
も
っ

よ
う
に
と
の
ド
ゴ

l
ル
の
強
い
要
請
を
受
け
容
れ
て
、
ド
ゴ

l
ル
の
助
力
に

よ
っ
て
こ
れ
ま
で
共
和
主
義
改
革
派
の
外
に
い
た
有
力
な
左
派
の
ド
ゴ

l
ル

支
持
者
(
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
や
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
な
ど
)
を
も
含
め
て
従
来
よ

り
も
よ
り
強
力
な
左
派
の
ド
ゴ

1
ル
支
持
者
の
政
党
を
結
成
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
ト
ゴ
ー
ル
の
強
力
な
援
助
を
う
け
て
、
左
派
の
ド
ゴ
1

ル

支
持
者
の
全
て
を
結
集
す
る
政
党
と
し
て
、

一
九
五
九
年
四
月
に

U
-
D
・
T

(
労
働
民
主
同
刷
mu

は
結
成
さ
れ
た
。

U
・
D
・
T
の
主
張
す
る
政
策
は

U
・
N
-
R
の
そ
れ
と
も
伝
統
的
な
左
派
の

そ
れ
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

U
・
D
・
T
は
社
会
政
策
を
め
ぐ
っ
て

U
-
N
-
R
と
立
場
を
異
に
し
、
労
働
者
の
地
位
向
上
の
た
め
労
働
者
を
企
業

運
Mm及
び
企
業
利
益
に
関
与
さ
せ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
ま
た

U
・
D
-
T
は
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
民
族
自
決
政
策
の
支
持
を
は
っ
き
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り
と
打
ち
出
し
て
い
て
、
多
数
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
を
党
内
に
抱
え

て
い
る
U
-
N
-
R
と
は
違
っ
て
い
た
。

U
-
D
-
T
は
共
産
党
と
で
は
U
・D
-

T
が
個
人
の
自
由
を
重
視
す
る
点
で
異
り
、
社
会
党
と
は
強
力
な
国
家
の
建

設
を
志
向
す
る
点
で
異
る
と
し
て
自
分
の
党
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
が
解
決
し
た
後
、
一
九
六
二
年
一
一
月
の
議
会
選
挙

ω 
の
時
、
ド
コ

l
ル
の
要
請
も
あ
っ
て

U
・N
-
R
と
U
・D
-
T
は
親
密
に
協
力

し
合
い
選
挙
終
両
党
は
合
併
し
た
。

U
-
N
-
R
は
こ
の
合
併
に
よ
っ
て
、
労

働
者
階
級
の
利
益
の
擁
護
を
主
張
す
る
左
派
の
入
手
を
党
内
に
抱
え
ν

」
む
こ

と
に
な
り
党
の
阪
が
広
く
な
っ
た
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

第
四
章

党
機
構

ゴ
1

リ
ス
ト
政
党
は
議
員
を
中
心
と
す
る
政
党
で
あ
り
、
と
く
に
国
民
議

会
に
お
い
て
大
き
な
力
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ひ
ろ
く
党
の
機
構
と
い

う
場
合
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
組
織
と
党
自
体
の
組
織
と
を
取
り
上
げ
る
必

要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
組
織
に
つ
い
て
は
第
五
章
で
扱

う
こ
と
に
す
る
。

本
章
で
は
先
ず
党
員
及
び
こ
の
党
を
支
持
す
る
選
挙
人
の
特
徴
を
考
察

し
、
つ
い
で
議
決
機
関
で
あ
る
全
国
大
会
(
〉
包
括

m
E同

FOE-2)及
び
全
国
代

議
員
会

2
E
z
-
-
E
S
E
-〉
、
執
行
機
関
で
あ
る
中
央
委
員
会

(
g
E窓

nnロ
Z-)、
政
治
委
員
会

(
n
D
5
2
g
g司
D
E
5
5
こ
れ
は
後
に
は
執
行
局

(
E
3
2
2
b
n
z
E
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
)
及
び
党
総
務
会

2『

2
2
5

聞
か
忘
邑
)
、
地
方
組
織
の
各
々
に
つ
い
て
そ
の
構
成
と
権
限
を
見
て
い
こ
う
。

第
一
節

党
員
及
び
党
支
持
者

結
成
当
時
U
-
N
-
R
は
入
党
を
制
限
す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
た
。

一
九
五
九
年
一
月
党
総
務
か
ら
地
方
の
幹
部
に
宛
て
た
回
状
は
「
U
-
N
・R

が
誰
に
で
も
門
戸
を
開
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
全
て
の
人

々
の
目
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
続
け
て

「
統
制
し
が
た
く
か
っ
党
の
統
一
と
評
判
に
と
っ
て
危
険
な
大
衆
を
入
党
さ

せ
る
よ
り
も
良
質
な
人
物

Z
5
5色
、
す
な
わ
ち
医
師
、
技
師
、
専
門
家
、

青
年
、
労
働
組
合
活
動
家
、
職
業
組
合
活
動
家
な
ど
地
方
の
幹
部
を
入
党
」

さ
せ
る
こ
と
に
努
め
な
さ
い
と
言
つ
て
い
た
の
で
あ
勺

し
か
し
な
が
ら
、
大
衆
の
入
党
を
制
限
し
よ
う
と
の
方
針
は
ま
も
な
く
変

更
さ
れ
た
。
一
九
五
九
年
二
月
一
一
一
日
の
党
総
務
か
ら
の
回
状
は
六
月
一
八
日

l
!一
二
日
に
第
一
回
全
国
大
会
を
開
く
と
し
、
五
月
一
五
日
迄
に
入
党
を

認
め
ら
れ
た
党
員
の
数
が
全
国
大
会
の
代
議
員
の
配
分
の
基
準
と
な
る
胃
を

伝
え
た
。

入
党
の
手
続
は
初
期
に
お
い
て
は
か
な
り
複
雑
で
あ
っ
た
。
入
党
芯
願
者

は
先
ず
選
挙
区
レ
ベ
ル
で
の
入
党
委
員
会
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。
入
党
委

北法29(2・167)299



料

員
会
が
入
党
に
反
対
の
場
合
は
党
費
が
入
党

志
願
者
に
返
還
さ
れ
る
。
入
党
委
員
会
が
入

資

党
に
賛
成
の
場
合
は
県
入
党
委
員
会
、
全
国

入
党
委
員
会
の
審
査
を
経
て
「
全
国
カ
l
ド

のれへ
に たT の
な勺登
り入録
、党」

審手の
査続後
は は入
県そ党
入のが
党後最
委よ終
員 り的
会簡に
の 単認
審 なめ
査 もら

が
最
終
の
も
の
と
な
っ
た
。

同
党
の
党
員
数
は
正
確
に
は
把
握
し
が
た

ぃ。

J
・
シ
ャ
ル
ロ
に
よ
れ
ば
一
九
五
九
年

万三
六月
千 に
人 七
で千
あ人
るz、

党 九
の 六
発 三
表年

よー
れ月
fi vこ
、八

万一
人九
で六
あ三
る吉年

)] 
0) 

党
大
ム
:A 

の
I均

五

ゴ
1

リ
ス
ト
政
党
l
ー
は
じ
め
に
定
義
し

た
よ
う
に
、

一
九
五
八
年
の

U
・
N
-
R
か
ら

一
九
七
四
年
の

U
・
D
-
R
に
至
る
政
党

l
i

の
選
挙
人
は
ど
ん
な
特
徴
を
も
っ
た
人
々
で

あ
ろ
う
か
。
雑
誌
『
世
論
調
査
』
な
ど
の
資
料

(1965年)

U 共 社 フ 独
FH e。。ロ， + 

M 回

立
ジ

ii 
答

ン

N 産 会 共 R 
ス

なコ

全
和 . 

体 R '5抱i 党 派 P し

男

iベ
40 

女 52.5 39 37 36 51 45 60 

20 ~ 34 才 29.5 24 33 27 25 32 26 29 36 

35 ~ 49 才 26.5 27 32 28 26 29 28 27 29 

50 ~ 64 才 26.2 27 23 27 32 25 28 26 24 

65 才 以 上 17 .8 22 12 18 17 14 18 18 17 

1100 1 

職業

-農 業 16.5 13 8 15 17 17 20 25 17 

-商 工 業 4.7 11 5 6 14 9 13 9 11 

:・皇p労h由H務s業j労・働働中幹間(部E幹r者職r 部

10.1 5 2 4 4 7 8 4 4 

15.0 20 17 19 18 17 15 14 17 

31.4 27 51 33 25 31 20 25 3D 

-無 職 22.3 24 17 23 22 19 24 23 21 

1100 1 1001 1∞1 1001 100 

カ込るすo!!f 
ヨまて投党政のど別表 1
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(1. F. O. P.. Sondages 1966. NO 2. p. 12-13.) 



に
基
づ
い
て
若
干
・
の
特
徴
を
記
し
て
お
こ

う
先
ず
第
一
に
各
政
党
の
支
持
者
を
男
女
の

別
、
年
令
別
、
職
業
別
に
分
け
て
そ
の
割
合

を
出
し
て
み
る
と
諸
政
党
の
中
で
ゴ
1

リ
ス

ト
政
党
の
支
持
者
が
フ
ラ
ン
ス
の
成
人
全
体

仁主

の
姿
に
最
も
近
い
(
別
表
一
及
び
別
表
二
参

照
)
。
た
と
え
ば
職
業
に
つ
い
て
見
る
と
、

一
九
六
五
年
と
一
九
六
七
年
の
い
ず
れ
の
調

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

査
に
お
い
て
も
ゴ

l
リ
ス
ト
党
の
支
持
者
は
、

な大割j 労
く体合 i動
支にが者
持おやの
をいや割l
得て大合
てどきが
いのいや
る 職 と や
と業い小
言のうさ
え者こく
る令かと無
。↓らは職

もあの
満る者
遍がの

第
二
に
、
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
に
お
い
て
は

党
が
獲
得
す
る
票
の
大
き
さ
が
大
き
い
割
に
は
党
員
の
割
合
が
小
さ
い
。
す

一
九
六

第
三
に
、
こ
れ
は
社
会
党
の
選
挙
人
と
の
対
比
で
し
か
な
い
が
、
ゴ

1
リ

(1967年2月〕

わ
ゆ
ロ
丹
円
伶

L
b
g
o
n
g常

58 

42 

A
A寸

F
h
J
V
A
，
7
'

内
4
U

内
ノ
ム
今
/
』

4
E
'

派

連

左共

産

党

ド

. 
コ

ノレ

7 

ン

A斗
E

n

3

A
斗

I
A

作品

A時

l
n
D
トト
y
F

男

女

才

n
U
R
J
n
U
E
i
u
 

内
ノ
ム
内
ペ

u
v
h
J
《

h
u

l入
ロ

表
一別

「
I

l

i

-

-

両
川
ド
ー
! 100 

北法29(2・169)301

な
わ
ち
党
員
率
(
泳
一
油
貯
+
お
淵
時
間
)
は
一
九
五
九
年
六
・
四
%
、

い
る
(
別
表
三
)
。

ス
ト
政
党
の
選
挙
人
の
支
持
の
方
が
い
わ
ゆ
る
浮
動
票
が
少
な
く
安
定
し
て

三
年
一
一
ニ
・
七
%
で
あ
り
、
他
の
政
党
M
-
R
・
p
(人
民
共
和
派
)
の
コ
一
一

円

8
)

wm、
S
・
F
・
I
・
0
(社
会
党
)
の
五
O
w
m
に
比
べ
著
し
く
低
い
。



ポ}資

ゴーリスト政党の選挙人と社会党の選挙人

01958年以降24回の選挙のうち何度くらい多数派の候補者に投

票し、またはドゴーノレ将軍の指示に従って投票したか。

。同様に1958年以降何度くらい社会党の候補者(名簿)に投票

し、または任会党の指示に従って投票したか。

結果 lゴーリスト政党|担 1Z2込Z 党

1@l ~ 5白 4()% 49% I 

6回 ~ 20回 14% 17% 

ほとんど常に 46% 34% 

(多数派寸も投票したこ川と 答えた者 34%%¥) I 

社会党に一度も投票したことがないと答えた者 52 

別表3
"〆「〆ヘ〆『¥

4 3 2 1 
、ノ」ノ」ノ ¥J

』

-nEH-oデ
戸
、

C
-
Z
H
P
・

告

-
2
7
司
・
コ
印
l
l
一一

m-

H
r
-
L
-
w

同)・一一
1

・

H
『

V
F
牛

J

甘
-
一
-
一
山
-

H
-
u
-
L
J
官
-
一

-m-

(I. F. O. P.， Sondages 1973， No 1， p. 45.) 

(
5
)
H
Y
〉
〈
コ
ア

C
・
0
目
刃
与
の
白
ロ
}
}
z
g
w
L
D
盟
国
内
民
同
，

r
b
S
F
H
V・
C
-

司
頃
一
一
山
ー
コ
・

(
6
)
円
ロ
込
芹
ロ
仲
間
り

E
口

2
2
h
O同V
M
E
C
口
問
、

zσ
一
五
戸
市
戸
門
司
・

0
・司・

γ

ωcロ
缶
四
2
年
四
回
発
行
。
こ
の
雑
誌
は
世
論
調
査
の
結
果
が
載
る
専

門
誌
で
あ
り
、
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
木
女
に

記
し
た
も
の
の
他
に
も
興
味
あ
る
調
交
結
果
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
多
数
派
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
「
政
府
の
安
定
」
(
二

五
%
)
と
「
政
府
が
良
い
働
き
を
し
て
い
る
か
ら
」
(
二
五
%
)
と
い

う
理
由
を
あ
げ
る
者
が
多
い
こ
と
(
一
九
六
八
年
二
号
一
九
頁
)
、

C
-

。・l〈
。
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
「
最
も
有
効
」
(
四
四
%
)

「
最
も
良
い
指
導
者
を
有
し
て
い
る
」
(
四
一
%
)
こ
と
を
あ
げ
る
者

が
多
い
(
共
産
党
に
つ
い
て
は
「
最
も
有
効
」
と
す
る
も
の
一
O
%
、

「
且
取
も
良
い
指
導
者
を
有
し
て
い
る
」
と
す
る
者
七
%
で
あ
り
、
左

派
連
合
に
つ
い
て
は
「
最
も
有
効
」
と
す
る
者
一
八
%
、
「
最
も
良
い

指
導
者
を
有
し
て
い
る
」
と
す
る
者
一
四
%
で
あ
る
〉
「
最
も
社

会
的
」
と
す
る
者
は
割
合
少
い
つ
一
二
%
、
左
派
連
合
を
「
最
も

社
会
的
」
と
す
る
者
は
二
八
%
、
共
産
党
一
九
%
で
あ
る
)
こ
と
(
一

九
六
八
年
二
号
二
一
ー
l
二
二
頁
)
、
多
数
派
を
支
持
す
る
者
の
中
に

は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
多
い
(
「
自
分
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
と
思
う
か
」

と
の
質
問
に
ウ
ィ
と
答
え
た
者
は
多
数
派
支
持
者
の
九
四
%
で
あ

る
。
ち
な
み
に
共
産
党
支
持
者
で
は
七
四
%
)
こ
と
(
一
九
七
三
年

一
号
二
二
頁
)
、
ド
ゴ

l
ル
派
政
党
に
投
票
し
た
者
の
他
の
政
党
に

対
す
る
意
識
と
し
て
、
恒
常
的
に
ド
ゴ
ー
ル
派
に
投
票
す
る
者
は
共

北法29(2・170)302



ω 

産
党
及
び
社
会
党
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
見
を
も
っ
者
が
多
い

(
前
者
に
対
し
て
は
八
三
%
、
後
者
に
対
し
て
は
六
三
%
)
こ
と
(
一

九
七
三
年
一
号
四
七
頁
)
な
ど
が
最
も
興
味
深
く
思
わ
れ
た
。

(
7
)
え
・
〉

o
c
r
m自
己

-
F
m
m同
E
a
z
司。
ω
G
E
C
-
c
m
5
5
L
m
て
か

-
m
a
c
Eデ

門

司

O
H
f
ω
DロL
mぷ
円
程
-
一
回
目
白

-z。N
・
-
v
m
-
-
』
・

(
U
7
2
-
c
?

「。

喜
吉
C
口
】
巾
コ
内
容

c-一
-
m
F
F苫
『
チ
一
回
吋
0
・

古

田

吋

i
g
(邦
訳
、
野

地
孝
一
訳
『
保
守
支
配
の
構
造
」
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
、
七

一
i
八
一
頁
。
)

(
8
}
」・

{UZ
ユO
グ
ピ
C
-
Z
H
N
J
c
-
u・
27-v-
一MM
-

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

第
二
節

一
、
全
国
大
会

(
2〉

党
則
に
よ
れ
ば
こ
れ
が
党
の
最
高
の
機
関
で
あ
る
。
全
国
大
会
は
そ
の
任

務
と
し
て
、
ハ
円
「
党
の
全
般
に
わ
た
る
活
動
公

5
8
間
宮
骨
三
〉
と
政
治
の

方
向

(
3
2
C
E
Cロ
吉
正
戸
A
C
与
を
定
め
る
」
(
一
九
六
三
年
の
党
則
二
二

条
、
一
九
六
七
年
の
党
則
一
一
二
条
〉
任
務
と
件
中
央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
な
ど

の
役
員
を
選
任
す
る
任
釈
J
一
九
六
三
年
の
党
則
二
一
条
、
一
九
六
七
年
の

党
則
二
二
条
)
と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

全
国
大
会
は
中
央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、
全
国
代
議
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、

ハ
4
)

地
方
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
。
(
一
九
六
三
年
党
則
二
ハ
条
、
一
九
六
七
年

党
則
一
七
条
)

党
の
全
国
大
会
は
こ
れ
ま
で
一
九
五
九
年
、
一
九
六
一
年
、
一
九
六
三
年
、

党
組
織

一
九
六
七
年
、
一
九
七
一
年
、
一
九
七
三
年
聞
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
全
国
大

会
の
様
子
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
回
党
大
会
は
一
九
五
九
年
一
一
月
一
三
日
|
|
一
五
日
に
ボ
ル
ド
ー

で
開
か
れ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
が
最
も
大
き
な
論
争
の
テ
1
7
と
な
っ

た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
を
主
張
す
る
ス
1

ス
テ
ル

ら
と
他
の
指
導
者
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
記
し
た
(
第
二
章
五
参
照
)

の
で
こ
こ
で
は
略
す
る
c

総
務
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
が
一
般
政
策
の
報
告
を
な
し
た
。
彼
は
「
共
産
主
義

者
を
前
に
し
て
、
『
第
五
共
和
制
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ィ
ー
た
抱
い
て
い
る
人
々
」
一

を
前
に
し
て
:
:
・
、

U
-
N
-
R
は
第
五
共
和
制
の
大
き
な
政
党
、
政
府
と
世

論
の
連
結
線
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
つ
い
で
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン

は
必
要
な
綱
領
の
項
目
と
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
、
経
済
及
び
社
会
政

策
、
「
現
在
の
保
守
主
義
か
ら
出
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
経
済
拡
大
政
策
を

数
え
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。
「
ド
ゴ

l
ル
の
活
動
を
支
持
す
る
た
め

だ
け
で
な
く
、
ド
ゴ

l
ル
の
遺
産
す
受
け
る
た
め
に
も
、
我
々
は
ト
ゴ

l
ル

を
必
要
と
し
て
い
る
し
、
ド
ゴ

l
ル
は
強
力
且
つ
結
合
し
た
(
己
コ
C
U
-

N

・R
K
g
必
面
主
と
し
て
い
る
。
」

国
民
議
会
議
長
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
と
首
相
ド
ブ
レ
も
演
説
を
し
た
。

シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
が
そ
の
後
党
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
決
定
す
る
様
に

な
る
「
大
統
領
領
域
」
と
「
附
か
れ
た
領
域
」
の
理
論
を
打
ち
出
し
た
こ
と
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料

は
既
に
触
れ
た
。

資

ド
ブ
レ
は
閉
会
演
説
を
し
た
が
そ
の
中
で
彼
は
従
前
の
体
制
を
激
し
く
批

判
し
た
後
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
「
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
に
よ
っ

(ev 

て
聞
か
れ
た
道
」
し
か
な
い
と
し
て
党
の
一
致
し
た
支
持
を
求
め
た
。

第
二
回
全
国
大
会
は
一
九
六
一
年
三
月
一
七
日
|
1
一
九
日
に
ス
ト
ラ
ス

プ
ー
ル
で
開
か
れ
た
。
こ
の
大
会
で
は
も
は
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い

て
は
余
り
論
議
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
統
領
に
専
ら
委
ね
ら
れ
た
問
題
だ

と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
間
保
領
域
」
の
理
論
が
党
内
金
支
配
し
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
経
済
・
社
会
問
題
に
議
論
が
集
中
し
た
。
首
相
、
国
民
議
会

議
長
、
若
干
の
政
府
の
メ
ン
バ
ー
が
政
府
の
計
画
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
演

説
そ
し
た
。
ド
プ
レ
首
相
は
政
府
が
こ
れ
か
ら
為
そ
う
と
し
て
い
る
社
会
・

〔

T
V

経
済
政
策
を
述
べ
た
。

」
の
全
国
大
会
は
首
相
の
同
意
を
得
て
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
革

経
済
評
議
会
(
の

8
5】

$
8
5
5《
宮
市
)
を
抽
出
止
し
、
元
老
院
を
改
革
し
て

(
8
)
 

こ
こ
に
経
済
界
や
組
合
の
代
表
者
を
入
れ
る
と
す
る
構
想
を
採
択
し
た
。

第
三
回
全
国
大
会
は
一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日
|
|
二
四
日
に
ニ

l
ス

で
聞
か
れ
た
。

こ
の
全
国
大
会
で
は
第
五
共
和
制
を
讃
美
す
る
映
画
が
上
映
さ
れ
た
り
党

外
の
著
名
な
建
築
家
や
小
説
家
、
が
招
か
れ
る
な
ど
お
祭
り
的
な
側
面
、
が
は
じ

〈

9
V

め
て
あ
ら
わ
れ
た
。

こ
の
全
国
大
会
で
党
の
側
か
ら
重
要
な
演
説
を
し
た
の
は
元
党
総
務
の
シ

ャ
ラ
ン
ド
ン
と
党
総
務
の
ボ
!
メ
ル
己
・
∞

2
自
己
)
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ラ
ン

ド
ン
は
「
経
済
拡
張
の
管
理
」
と
題
す
る
演
説
会
し
、
政
府
の
経
済
安
定
化

計
画
が
成
功
し
つ
つ
あ
る
と
し
、

U
-
N
-
R
の
政
府
支
持
を
訴
え
た
が
、
こ

の
演
説
の
中
で
彼
は
「
民
主
ん
ベ
義
は
も
は
や
時
代
遅
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

中
に
は
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
た
。
ボ
l
メ
ル
は
基
調
報
告
を
し
た
が
、
こ

の
中
で
彼
は
伝
統
的
な
政
党
の
活
動
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
「
言
葉
の
民
主

制
は
し
だ
い
に
管
理
と
参
加
の
民
主
制
に
席
を
譲
り
つ
つ
あ
る
。
統
治
者
と

政
党
が
判
断
さ
れ
る
の
は
そ
の
行
動
と
結
果
に
基
づ
い
て
な
の
で
あ
る
」
と

し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
し
た
。
彼
は
自
分

た
ち
の
党
は
「
国
の
変
化
と
若
い
世
代
の
願
望
に
対
応
す
る
新
し
い
政
治
組

織
で
あ
る
」
と
し
た
。

前
首
相
ド
ブ
レ
、
首
相
ポ
ン
ピ
ド
ヮ
ー
が
長
い
演
説
を
し
て
、
党
の
団
結
と

政
府
へ
の
支
持
を
訴
乞
、
友
党
独
立
共
和
派
の
党
首
モ
ン
ド
ン
(
冨

g号
乙

が
両
党
の
連
帯
を
説
い
た
。

こ
の
全
国
大
会
に
お
け
る
中
央
委
員
の
選
出
に
お
い
て
旧

U
・
D
・
T
の
人

々
の
不
満
が
生
じ
た
。
全
国
大
会
が
選
出
す
る
一
七
人
の
中
に
旧

U
・
D
・
T

の
者
は
二
人
し
か
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ

北法29(2・172)304



ω 
の
問
題
は
全
国
大
会
で
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
者
が
中
央
委
員
会
の
互
選
に
よ

っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
争
い
は
お
さ
ま
っ
た
。

こ
の
全
国
大
会
に
つ
い
て
、
「
党
は
そ
の
全
国
大
会
守
党
の
団
結
を
誇
示

し
従
弟
た
る
独
立
共
和
派
と
の
間
に
保
っ
て
い
る
連
帯
を
誇
示
し
よ
う
と
し

〈
日
)

た
。
こ
の
成
果
が
達
せ
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
」
と
政
治
年
鑑
は
報
じ

た
。
し
か
し
、
ル
モ
ン
ド
紙
は
「
用
意
さ
れ
た
=
一
千
の
庵
席
の
う
ち
し
ば
し

(
H
)
 

ば
二
千
以
と
が
空
い
て
い
た
」
と
記
し
て
い
て
、
こ
の
全
国
大
会
が
盛
り
あ

が
り
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え
た
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

第
四
回
全
国
大
会
は
一
九
六
七
年
二

E
面
目
l

一
一
六
日
に
リ
ル
で

閥
か
れ
た
。
こ
の
党
大
会
に
は
四
千
人
の
代
表
が
集
ま
っ
た
。
前
回
の
党
大

会
の
時
か
ら
す
で
に
政
策
の
討
論
に
4

尽
き
を
お
か
な
い
と
い
う
傾
向
が
生
じ

て
い
た
が
今
同
の
党
大
会
で
は
こ
の
傾
向
が
一
一
層
著
し
く
な
り
、
多
く
の
演

説
は
い
ず
れ
も
反
共
と
党
へ
の
結
束
の
呼
び
か
け
に
終
始
し
て
い
る
。

最
初
に
演
説
を
し
た
の
は
国
民
議
会
議
員
の

R
・
プ
ジ
ャ
l
ド
で
あ
っ

た
。
彼
は
冒
頭
か
ら
共
産
党
の
非
雑
を
始
め
た
。
彼
は
共
産
党
を
「
演
説
に

お
い
て
は
進
歩
的
だ
が
計
画
(
古
川
G
四

E
5
5
4
に
お
い
て
は
保
守
的
な
、
時

代
錯
誤
的
で
危
険
な
政
党
」
だ
と
し
た
。

ド
ゴ
ー
ル
支
持
の
青
年
組
織
「
進
歩
の
た
め
の
青
年
連
合
」
(
己
巳

B
F
ω

』

2
5
2
司

0
2
F
司

3
鴨
宮
)
の
ム
}
A
E
X
R
-

グ
ロ
ス
マ
ン

(m・
0
3
g
E
ω
ロロ)

は
フ
ラ
ン
ス
の
青
年
の
四
七
%
か
ら
五
O
%
は
ド
ゴ

l
ル
支
持
を
表
明
し
て

い
る
が
こ
の
人
々
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
は
過
去
の
想
い
出
や
感
情
に
も
と
づ
く

も
の
と
い
う
よ
り
は
理
性
と
熟
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て

彼
は
党
が
、
選
挙
に
お
い
て
戦
術
的
に
勝
利
を
得
る
こ
と
だ
け
を
日
的
と
す

円
山
山

V

る
保
守
党
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
一
言
っ
た
。

元
党
総
務
の
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
は
こ
う
言
っ
た
。
党
の
円
標
は
マ
ル
ク
シ
ズ

ム
を
望
ま
な
い
全
て
の
人
々
が
-
結
集
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ

一
O
年
来
党
の
原
動
力
は
感
情
、
す
な
わ
ち
国
家
元
首
ド
ゴ
l
ル
個
人
に
対

す
る
永
遠
の
愛
着
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
感
情
は
理
性
に
席
を
譲
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
党
が
人
々
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
の
人
々
の
支
持
守

得
る
た
め
に
は
、
登
録
の
議
院
(
円
E
ヨ
ず
月
モ
g
z
m
E
R
g
g仲
)
に
す
ぎ

な
い
議
会
、
エ
キ
ス
ト
ラ
(
コ
m
c
g
t
oコ
ゾ
の
役
割
し
か
果
さ
な
い
党
と
い
う

の
と
は
違
っ
た
印
象
を
人
々
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
言
っ
て
彼

は
異
議
申
し
立
て

(
n
g
g見
込

5
5
を
広
く
許
す
よ
う
な
党
の
あ
り
方
を
確

立
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
英
国
の
体
制
と
異
な
り
首
相
が
党
に
よ
っ
て
で
は

な
く
大
統
領
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
体
制
の
下
で
は
、
党
の
下
部

の
意
見
を
代
表
す
る
強
力
な
執
行
部
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
言
っ
た
。
も

っ
と
も
党
大
会
が
こ
の
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
の
提
案
を
受
け
て
討
論
し
た
形
跡
は

‘、、。

ゅん

L
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華;}

元
首
相
ド
ブ
レ
と
首
相
ポ
ン
ピ
ド
ヮ
ー
は
と
も
に
ト
ゴ
ー
ル
の
後
継
者
の

資

有
力
な
候
補
者
で
あ
り
、
二
人
は
こ
の
全
国
大
会
で
互
い
に
張
り
合
っ
た
と

告
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ド
プ
レ
は
ゴ

1
リ
ス
ト
に
は
三
つ
の
方
向
の
闘
い
が

あ
る
と
言
っ
た
。
第
一
は
国
家
の
た
め
の
闘
い
で
あ
る
。
ド
ブ
レ
は
国
家
の

権
威
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
個
人
的
権
力
(
宮

5
2吋
宮

2
8
l

=
乙
)
な
し
に
は
政
府
は
存
在
し
な
い
し
、
無
条
件
の
支
持
者
な
し
に
民
主

制
は
存
在
し
な
い
と
し
、
無
条
件
の
支
持
、
忠
誠
が
必
要
だ
と
し
た
。
第
二

は
進
歩
の
た
め
の
闘
い
で
あ
る
。
ド
プ
レ
は
こ
の
一

0
年
間
住
宅
、
病
院
、

自
動
車
道
路
な
ど
の
商
で
フ
ラ
ン
ス
は
進
歩
し
て
来
た
と
し
、
こ
の
方
向
で

の
努
力
を
つ
づ
け
る
た
め
に
ド
ゴ

l
ん
を
援
け
る
よ
う
に
訴
え
た
。
第
一
一
一
の

闘
い
は
殴
家
の
独
立
へ
向
う
闘
い
で
あ
る
α

彼
は
国
家
の
潜
在
的
な
力
は
国

民
が
国
家
に
つ
い
て
明
舷
な
怠
識
を
も
つ
こ
と
に
依
存
す
る
と
言
い
、
こ
の

(
凶
)

而
で
ト
ゴ

l
ル
を
援
け
る
よ
う
に
訴
え
た
。

ポ
ン
ト
ゥ

l
首
相
は
先
ず
こ
の
全
国
大
会
を
「
U
-
N
-
R
l
u
・D
・T
の

変
化
と
肱
大
に
大
き
な
役
割
を
果
す
」
大
会
だ
と
呼
ん
で
そ
の
重
要
性
す
強

調
す
る
言
葉
で
演
説
会
始
め
た
。
彼
は
、
こ
の
大
会
を
「
ゴ

l
リ
ズ
ム
後
」
の

大
会
だ
と
呼
ん
で
い
る
人
が
い
る
が
、
ド
ゴ

l
ル
は
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て

五
年
間
の
任
期
で
国
家
元
首
の
地
位
に
つ
い
た
の
だ
か
ら
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
と
言
い
、
我
々
、
が
こ
こ
に
集
ま
っ
た
の
は
彼
に
対
す
る
我
々
の
全
面
的

信
任
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
と
し
た
。
次
い
で
彼
は
、
人
身
は
「
使
い
古
さ

れ
た
反
共
主
義
」

(
B
E
n
o
B
E
5
2
5
。
b
g一色

に
つ
い
て
言
う
が
、
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
使
い
古
さ
れ
た
の
は
百
年
以
上
も
経
っ
た
、
政
治
的

及
び
経
済
的
に
進
ん
だ
国
に
適
応
し
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
共
産
主

義
な
の
だ
」
と
言
っ
た
。
最
後
に
彼
は
自
分
た
ち
は
「
保
守
的
右
派
の
代
表

者
」
だ
と
言
う
人
が
い
る
が
自
分
た
ち
は
毎
日
古
い
矯
造
を
覆
え
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
か
つ
て
の
動
脈
硬
化
症
に
か
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
を
統
治
し
て
い

た
人
々
及
び
諸
政
党
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
こ
っ
け
い
だ
と
反
論

(
同
)

し
た
。第

五
同
全
国
大
会
は
一
九
七
一
年
一
一
月
一
九
日
|
|
i
一
二
日
ス
ト
ラ
ス

プ
ー
ル
で
開
か
れ
た
。
こ
の
度
は
六
千
人
の
代
議
員
が
集
ま
っ
た
。

三
年
の
第
三
岡
大
会
の
時
す
で
に
お
祭
り
的
な
要
素
が
生
じ
て
い
た
が
こ
の

大
会
も
そ
う
で
四

0
ヵ
国
の
代
表
が
大
会
に
招
待
さ
れ
、
報
告
は
映
画
で
説

明
が
付
け
ら
れ
た
。

大
会
に
は
「
外
同
人
を
前
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
を
前
に
し
た

U
-
D
-
R
」
そ
し
て
一
九
五
八
年
以
来
一
一
二
，
年
の
歩
み
を
総
括
す
る
「
現
実

化
の
貸
借
対
照
表
」
に
関
す
る
三
つ
の
報
告
が
出
さ
れ
討
論
が
な
さ
れ
た
。

シ
ラ
ク

((UEEら
と
ト
マ
ジ
ニ
(
寸
c
g自
百
じ
が
ポ
ン
ピ
ド
ヮ

l
大
統
領
へ

の
忠
誠
を
訴
え
、
大
会
の
最
後
の
日
に
シ
ャ
バ
ン

1
ア
ル
マ
ス
首
相
が
演
説

北法29(2・174)306
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し
た
O

L

人
会
は
最
後
に
次
の
よ
う
な
決
議
を
採
決
し
た
。

U
・
D
-
R
は
「
全

て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
を
結
集
し
、
国
家
元
首
(
大
統
領
)
が
フ
ラ
ン
ス

ピ)

人
民
に
よ
っ
て
委
ね
ら
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
に
貢
献
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
川
辺
こ
の
大
会
は
党
指
導
者
に
と
っ
て
、
一
九
七
三
年

の
選
挙
に
向
け
て
党
の
動
員
十
-
は
か
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
政
治
年
鑑

は
報
じ
た
。

第
六
凶
へ
子
園
大
会
は
一
九
七
三
年
一
一
月
一
七
日

!
l
一
九
日
に
ナ
ン
ト

で
問
か
れ
た
。
こ
の
大
会
に
は
五
千
人
の
活
動
家
が
集
ま
っ
た
が
こ
の
度
は

若
い
人
の
数
が
多
い
の
が
目
立
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
お
}

こ
の
大
会
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
派
の
存
在
が
目
立
っ
た
。
大
会
で
は
元

首
相
ト
ブ
レ
、
元
首
相
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
、
元
国
務
長
官
メ
ス
メ
ル
百
・

-r
向
勾

2
2
2
)
、
前
許
椙
ク
l
ヴ
・
ド
・
ミ
ェ
ル
ヴ
ィ
ル

2
3
2
2
分

ζ
戸弓
I

〈
と
る
な
ど
が
主
要
な
演
説
を
し
た
。
ド
ブ
レ
と
シ
ヤ
パ
ン
H

デ
ル
マ
ス
が

と
く
に
大
会
代
議
伐
の
喝
采
を
得
、
二
人
が
党
内
の
指
導
権
を
得
た
と
ル
モ

(
北
)

ン
ド
紙
は
報
じ
た
。
こ
の
大
会
で
は
社
会
問
題
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
、
「
機

会
の
平
等
」
「
労
働
者
の
生
活
の
条
件
と
特
質
」
「
連
帯
と
経
済
の
進
歩
」
の

三
つ
の
小
委
員
会
が
聞
か
れ
た
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
全
国
大
会
の
決

議
は
何
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
六
同
に
わ
た
る
全
国
大
会
の
様
子
に
ざ
っ
と
目
を
と
お
し
て
来
た
が

ゴ
l
リ
ス
ト
党
の
令
国
大
会
の
特
徴
は
次
の
点
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
付
全
国
大
会
で
一
信
重
要
な
演
説
を
す
る
の
は
党
総
務
で
は

な
く
首
相
や
元
首
相
こ
九
六
三
年
の
以
後
ば
あ
い
)
や
国
民
議
会
議
長
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
演
説
の
中
心
は
当
然
に
も
政
府
へ
の
忠
実
な
支

持
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
斗
外
交
の
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
大
統
領
に
委
ね

る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
確
立
さ
れ
た
た
め
外
交
問
題
に
つ
い
て
は
第
二

同
大
会
以
後
全
国
大
会
で
は
全
く
議
論
さ
れ
な
い
。
国
内
政
に
つ
い
て
も
政

府
を
実
質
的
に
拘
束
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
決
定
は
何
も
し
て
い
な
い
。
同

第
三
回
大
会
に
お
い
て
政
策
の
討
論
に
重
き
か
-
置
か
な
い
傾
向
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
第
四
回
大
会
以
後
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
政
策
の
討
論

は
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
全
国
大
会
は
実
質
的
な
決

定
機
関
で
は
な
く
、
党
の
下
部
機
関
を
拘
束
す
る
機
能
も
果
し
え
ず
、
首
相

な
ど
が
一
般
党
員
の
団
結
と
忠
実
な
政
府
の
支
持
-V-
訴
え
る
場
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
全
国
代
議
員
会
ハ
C
2
2
-
Z民
Fog-)

こ
れ
は
全
国
大
会
に
次
ぐ
決
定
機
関
で
、
「
全
国
大
会
で
な
さ
れ
た
決
定

の
適
用
そ
監
視
す
る
」
(
一
九
六
三
年
の
党
則
の
一
一
一
一
一
条
、

一
九
六
七
年
の

党
則
の
二
四
条
)
こ
と
か
-
任
務
と
す
る
。
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料

こ
の
全
国
代
議
員
会
の
権
成
メ
ン
バ
ー
は
一
九
六
三
年
の
党
則
(
二
四
条

二
項
)
に
従
う
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

資

O
党
所
属
の
国
会
議
員
、
経
済
・
計
会
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー

O
県
連
合

会
(
己
2
2
L
b宮
ユ
g
u
g
S
F〉
の
総
務
及
び
県
連
合
会
に
よ
っ
て
指
名
さ

れ
た
メ
ン
バ
ー
(
そ
の
数
は
各
連
合
会
の
党
員
数
に
比
例
し
て
中
央
委
員
会

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
)

O
県
委
員
会
一
〈

g
E広
伝
宮
ユ

3
M
g
E
)
の

長
(
県
委
員
会
の
長
が
他
の
資
格
で
九
七
国
代
議
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て

い
る
場
合
は
県
委
員
会
に
よ
っ
て
代
り
の
者
が
指
名
さ
れ
る
)

O
中
央
委

員
会
の
提
案
に
基
づ
き
全
国
代
議
員
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
党
員
(
全
国
代

議
員
会
の
全
体
の
メ
ン
バ
ー
の
こ

O
分
の
一
以
上
〕

全
国
代
議
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
一
九
六
七
年
の
党
則
の
下
で
は
右
の

も
の
と
大
分
変
っ
て
く
る
。

一
九
六
七
年
の
党
則
の
下
で
党
所
属
の
国
会
議

員
、
経
済
・
村
会
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
、
県
連
合
会
の
総
務
、
県
委
員
会
の

長
が
構
成
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
は
一
九
六
三
年
の
党
則
の
下
に
お
け
る
の

と
4
1
く
同
一
で
あ
る
。
党
所
属
の
政
府
の
メ
ン
バ
ー
、
中
央
委
員
会
の
メ
ン

パ

l

(
国
会
議
員
で
な
い
者
)
が
新
た
に
権
成
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
。

に
、
県
連
合
会
が
九
七
国
代
議
員
会
の
若
干
の
メ
ン
バ
ー
令
指
名
す
る
制
度
と

県
委
員
会
の
長
が
他
の
資
格
で
全
国
代
議
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る

場
合
に
は
県
委
員
会
が
代
り
の
者
宏
指
名
す
る
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
若
干

の
メ
ン
バ
ー
(
余
体
の
二

O
分
の
一
以
上
)
が
中
央
委
員
会
の
提
案
に
基
づ

き
全
国
代
議
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
制
度
は
全
国
代
議
員
会
の
メ
ン
バ

ー
全
体
の
一
五
%
以
内
が
中
央
委
員
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
よ
う
に

若
干
変
更
さ
れ
た
。
一
九
六
七
年
の
党
則
の
改
正
で
全
国
代
議
員
会
の
構
成

員
に
関
し
て
生
じ
た
変
化
は
、
地
方
組
織
の
役
割
の
減
少
と
中
央
委
員
会
の

役
割
の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
全
国
代
議
員
会
は
一
九
六
三

年
の
党
別
で
は
一
年
に
二
回
以
上
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
六
七

年
の
党
則
で
は
一
年
一
回
以
上
に
な
っ
た
。

全
国
代
議
員
会
に
つ
い
て
、
政
治
年
鑑
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
比
較
的

電
要
な
会
合
に
つ
い
て
、
そ
の
実
際
の
運
営
を
見
て
お
こ
う
。

一
九
六
一
年
一
二
月
一
六
日
|
|
一
七
日
に
閃
か
れ
た
全
国
代
議
員
会
は

将
来
の
国
民
議
会
選
挙
の
準
備
と

0
・
A
-
S
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
の
問
題
で
も
ド
プ
レ
首
相
が
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
。
令4

国
代
議
員
会
は
最
後
に
「
共
産
党
の
破
壊
的
な
煽
動
の
口
実
と
し
て
使
わ
れ

る
叛
逆
的
な
策
謀
を
圧
し
つ
ぶ
す
た
め
に
、
全
国
代
議
員
会
は
令
『
て
の
フ
ラ

逆

ン
ス
人
男
女
に
今
ま
で
よ
り
一
一
層
、
共
和
主
義
的
自
由
と
国
の
運
命
の
保
証

人
で
あ
る
ド
ゴ
l
ル
将
軍
の
閤
り
に
結
集
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る
」
と
の

「
決
議
」

(
S
o
t
oロ
)
を
な
し
た
。

一
九
六
三
年
五
月
一
日
に
開
か
れ
た
全
国
代
議
員
会
で
は
ポ
ン
ピ
ド
ゥ

l
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首
相
、
ド
プ
レ
前
首
相
そ
し
て
党
総
務
ボ
l
メ
ル
(
』
-
F
E
B己
)
が
演
説
を

し
て
政
府
に
対
す
る
支
持
、
忠
誠
を
訴
え
た
。
最
後
に
、
所
得
政
策
の
必
要

性
を
確
認
し
、
退
職
年
金
合
補
充
し
失
業
保
障
を
な
す
為
に
不
動
産
に
関
す

る
投
機
的
な
利
益
に
対
す
る
徴
税
を
主
た
る
財
源
と
す
る
「
基
金
」
の
創
設

を
考
慮
す
る
と
の
「
決
議
」
を
な
し
た
。

同

一
九
六
六
年
六
月
二
七
日
に
開
か
れ
た
全
国
代
議
員
会
に
お
い
て
も
ポ
ン

ピ
ド
ゥ

l
首
相
や
前
首
相
ド
プ
レ
の
演
説
が
中
心
に
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

で
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
代
議
員
会
に
お
い
て
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
と
ル

イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
の
旧

U
・
D
・
T
の
二
人
が
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
の

向
上
の
た
め
に
、
企
業
収
益
に
対
す
る
労
働
者
の
関
与
を
認
め
る
企
業
改
革

合
な
す
べ
き
だ
と
発
言
し
た
。
し
か
し
二
人
は
他
の
代
議
員
に
対
し
て
発
言

を
求
め
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
し
、
全
国
代
議
員
会
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何

ら
の
決
定
も
な
さ
な
か
っ
た
。

一
九
六
九
年
一
一
月
二
八
日
|
|
一
一
一

O
日
に
聞
か
れ
た
全
国
代
議
員
会
に

お
い
て
は
一
代
議
員
(
国
民
議
会
議
員
ス
ウ
シ
ャ
ル
勾
∞

O
R
E
-〉
か
ら

ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
制
限
に
つ
い
て
「
私
は
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
時
効
に
か
か
ら

な
い
と
思
い
た
い
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
こ
の
発
言
は
多
数
の
拍
手
喝
采

を
受
け
、
あ
る
代
議
員
(
当
2
}ー
の
ロ
ユ
巾
}
〉
は
社
会
的
紛
争
を
解
決
す
る
手
続

と
し
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
制
限
に
は
疑
問
が
あ
る
と
述
べ
た
が
そ
れ
以
上

(剖〉

」
の
問
題
に
つ
い
て
討
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
七

O
年
六
月
二
五
日
|
l
二
七
日
の
全
国
代
議
員
会
に
お
い
て
は
党

の
主
体
性
を
求
め
る
人
々
と
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
首
相
が
か
な
り
激
し
く

対
立
し
た
。
国
民
議
会
議
員
ト
マ
ジ
ニ
(
吋
D
B
g
z
u
が
、
多
数
派
は
い
つ

も
何
一
つ
選
択
の
余
地
の
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
き
た
と
政
府
を
非
様
し

た
。
党
総
務
プ
ジ
ャ
1

ド
は
こ
れ
を
受
け
て
政
府
に
対
し
て
「
多
数
派
と
協

議
す
る
事
例
」
を
も
っ
と
ふ
や
し
て
欲
し
い
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ

ヤ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
首
相
は
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
大
統
領
が

多
数
派
の
助
言
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
政
府
に
執
行
さ
せ
る
綱
領
を
提
案
し

た
。
そ
れ
故
首
相
が
政
府
と
多
数
派
の
問
の
あ
ら
ゆ
る
不
信
が
一
掃
さ
れ
る

ハ幻〉

こ
と
を
要
求
す
る
の
だ
と
答
え
譲
歩
の
姿
勢
考
全
く
示
さ
な
か
っ
た
。

以
上
、
全
国
代
議
員
会
の
運
営
の
実
際
を
見
た
が
首
相
や
前
首
相
が
会
議

を
リ
ー
ド
し
て
い
る
こ
と
や
政
策
に
つ
い
て
の
議
論
が
少
な
く
具
体
的
な
事

柄
に
つ
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
な
ど
全
国
大
会
に
よ

く
似
た
状
況
に
あ
る
。

三
、
中
央
委
員
会

U
-
N
・
R
は
は
じ
め
連
合
組
織
と
し
て
出
発
し
た
た
め
(
第
一
章
第
二
節

二
、
一
二
参
照
〉
党
成
立
当
時
は
、
諸
組
織
の
代
表
者
と
二
人
の
大
臣
で
構
成

さ
れ
た
中
央
委
員
会
が
決
定
機
関
及
び
執
行
機
関
を
兼
ね
た
党
の
最
も
重
要
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料

な
機
関
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
合
め
ぐ
る
党
内
の
論
争
も
主
に
こ

こ
で
行
わ
れ
た
(
第
二
章
、
と
く
に
、
二
、
三
、
四
、
六
参
照
)
。
し
か
し
党
内
の

民
主
化
の
要
求
党
容
れ
て
一
九
五
九
年
一
一
月
の
全
国
大
会
以
後
、
中
央
委

員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
部
は
全
国
大
会
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

資

メ
ン
バ
ー
は
急
激
に
増
え
同
時
に
そ
の
役
割
に
も
変
化
が
生
じ
た
。

中
央
委
員
会
の
任
務
は
一
九
六
三
年
の
党
則
〈
一
一
二
条
)
に
よ
れ
ば
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
件
全
国
大
会
及
び
全
国
代
議
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

綱
領
(
牛
耳
円
安
2
)
に
従
っ
て
党
を
指
導

2
5
a
5与
す
る
。
同
県
連
合

会
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
候
補
者
の
公
認
及
び
立
候
補
取
下
げ
の
決
定
を
す

る
。
何
回
全
国
紛
争
委
員
会

(
E
g
g
-
2
S
E
E
D
E
r
L
2
8
3己
正
〉

怠
見
か
一
聞
い
た
の
ち
規
律
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
宣
言
す
る
。
帥
全
国
大
会

及
び
全
国
代
議
員
会
の
開
会
を
準
備
す
る
。

一
九
六
七
年
の
党
則
(
二
八
条
)
の
下
に
お
い
て
も
中
央
委
員
会
は
右
の

他
限
J

乞
全
て
そ
の
ま
ま
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
あ
ら
た
に
党
則
か
一
補
う
た

め
に
必
要
な
規
則
を
定
め
る
こ
と
及
び
党
が
党
の
日
的
に
類
似
し
た
目
的
を

も
つ
組
織
、
と
く
に
青
年
組
織
と
協
力
し
て
活
動
を
す
る
条
件
を
定
め
る
と

い
う
こ
つ
の
任
務
が
加
え
ら
れ
た
。

中
央
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
一
九
六
三
年
の
党
則
(
一
一
一
一
一
条
)
に

よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
O国
民
議
会
及
び
元
老
院
の
党
所
属
の
議
長

び
国
務
長
官

O
党
所
属
の
大
臣
及

。
国
民
議
会
及
び
元
老
院
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
、
経

O
元
党
総
務
、
元
大
臣

済
・
社
会
評
議
会
の
代
表
者
一
名

ω
O令
一
国
大
会
で
選
出
さ
れ
る
五

O
人
の
国
会
議
員
で
な
い
者
及
び
三

O
人
の
国
会
議
員
(
た
だ
し
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
は
、
地
方
の
代
表
者
の

手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
国
会
議
員
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
一

O
O人、

国
会
議
員
に
つ
い
て
は
六

O
人
の
候
補
者
か
ら
な
る
候
補
者
名
簿
の
中
か

ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〉

の

一
九
六
七
年
の
党
則
(
二
九
条
)
の
下
で
中
央
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー

は
右
に
記
し
た
も
の
と
は
か
な
り
大
幅
に
変
わ
る
。
そ
れ
は
次
の
四
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
者
で
構
成
さ
れ
る
。

ω四
O
人
の
国
会
議
員
。
こ
の
う
ち
一

O
人
は
全
国
大
会
で
選
出
さ

れ
、
二
五
人
は
国
民
議
会
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
こ
の
中
か
ら
選
出
さ

れ
、
五
人
は
元
老
院
議
員
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
こ
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

ω令
一
国
大
会
で
選
出
さ
れ
る
一

O
人
の
国
会
議
員
で
な
い
者
、
地
方
の

代
表
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
一
一
一
一
一
人
の
国
会
議
員
で
な
い
者
。

ω次
に
あ
げ
る
法
定
メ
ン
バ
ー
。
首
相
、
元
首
相
、
国
民
議
会
の
議
長

及
び
元
議
長
、
首
相
に
指
名
さ
れ
る
大
臣
一
名
、
国
民
議
会
議
員
グ
ル
l

プ
会
長
、
元
老
院
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
。
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ω互
選
に
よ
る
メ
ン
バ
ー
。
以
上
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
メ
ン
バ
ー
全
員

の
一
五
%
以
内
を
上
記
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
メ
ン
バ
ー
が
選
出
す
る

3

中
央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
合
法
定
メ
ン
バ
ー
、
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た

メ
ン
バ
ー
、
互
選
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
と
分
け
て
見
る
と
別
表
四
の
と
お
り
で

あ
る
。中

央
委
員
会
は
党
則
に
定
め
ら
れ
た
活
動
を
実
際
に
は
初
期
に
し
か
実
行

ω 
し
え
な
か
っ
た
。
一
九
五
八
年
一
一
月
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
を
決

定
し
た
の
は
中
央
委
員
会
で
あ
っ
た
し
、
デ
ル
ベ
ッ
ク
や
ス

l
ス
テ
ル
の
排

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

除
に
あ
た
っ
て
は
中
央
委
員
会
が
何
度
も
閲
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
中

央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
別
表
の
よ
う
に
大
幅
に
ふ
え
た
た
め
、
中
央
委
員

会
は
党
則
ど
お
り
の
任
務
を
果
た
し
え
な
く
な
り
、
し
だ
い
に
そ
の
任
務
会

中
央
委
員
会
の
内
に
設
け
ら
れ
た
ハ
一
九
六
三
年
党
則
三
四
条
〉
政
治
委
員

会

合

G
E
E
-
2
2
宮
古

Z
S
)
に
委
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

v

中
央
委
員
会
の
実
際
の
運
常
に
お
い
て
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
の
は
首

相
や
前
首
相
で
、
次
い
で
大
臣
で
あ
る
。
党
総
務
は
重
要
な
発
言
た
す
る
こ

と
は
わ
り
あ
い
少
な
い
。

四
、
政
治
委
員
会
(
後
に
執
行
局
守
口

2
2
2
b
E
E
)
)

政
治
委
員
会
が
最
初
に
設
け
ら
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
七
月
の
こ
と
で
あ

り
、
一
九
六
七
年
の
党
則
で
こ
れ
が
執
行
局
と
改
称
さ
れ
中
央
委
日
公
の
外

メ

議1為
-;c; 

機

別表4

1 法定

1 
国

国

内(~
訳 i非

13 
内f国

訳 l非

(]. Charlot， L'U. N. R.， op. cit.， p.226.) 
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料

に
こ
れ
と
は
別
個
の
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
迄
は
政
治
委
員

会
は
中
央
委
員
会
の
内
部
機
関
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
六
三
年
の
党

則
自
体
は
政
治
局
の
固
有
の
任
務
を
定
め
て
お
ら
ず
、
「
中
央
委
員
会
と
政

資

治
局
は
各
々
の
活
動
規
則
合
決
定
す
る
」
(
三
八
条
)

と
し
て
、

政
治
局
の

権
限
た
ど
う
す
る
か
は
中
央
委
員
会
の
決
定
に
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
の
党
則
の
下
で
、
執
行
局
は
「
中
央
委
員
会
の
決
定
の
執
行

に
常
時
注
意
を
払
う
」
、
「
中
央
委
員
会
が
開
か
れ
て
い
な
い
時
に
中
央
委
員

会
の
権
カ
セ
行
使
す
る
」
(
と
も
に
一
一
一
五
条
)
と
い
う
任
務
会
与
え
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
は
当
初
は
中
央
委
員
会
自
体
が
行
使
し
て
い
た
権
限
に
他
な
ら
な

、、
一
九
六
三
年
の
党
則
の
下
で
政
治
委
員
会
は
次
の
者
で
構
成
さ
れ
る
(
一
一
一

四
条
)
。ω法

定
メ
ン
バ
ー
と
し
て
党
所
属
の
大
臣
及
び
議
院
の
議
長
、

国

民

議

会
の

U
・N
-
R
|
|
U
・D
・T
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
、
党
総
務
、

会

計

(同町合
D
円
百
円
聞
か
ロ
静
岡
弘
〉
、
元
党
総
務
、
党
所
属
の
元
大
臣
及
び
元
国
務
長
官
。

ω中
央
委
員
会
が
選
出
す
る
一
六
人
の
メ
ン
バ
ー
。

一
九
六
七
年
の
党
則
の
下
の
執
行
局
の
メ
ン
バ
ー
は
右
と
余
り
変
ら
な
い
。

そ
れ
は
次
の
者
で
構
成
さ
れ
る
(
三
四
条
〉
。

ω法
定
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
中
央
委
員
会
の
法
定
メ
ン
バ
ー
、
党
総
務
、

党
会
計
(
広
印

O
H
F
a
g件

HOE-)

ω中
央
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
一

八
人
の
メ
ン
バ
ー
。

政
治
委
員
会
に
お
い
て
は
法
定
メ
ン
バ
ー

が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
が
(
別
表
五
参
照
〉
、
こ
の
法
定
メ
ン
バ

ー
は
一
九
六
七
年
の
党
則
を
例
に
と
れ
ば
、

首
相
、
元
首
相
、
党
所
属
の
国
会
の
両
議
院

の
議
長
及
び
元
議
長
、
首
相
に
指
名
さ
れ
た

大
豆
、
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
及

び
元
老
院
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
で
あ
り
全

て
党
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
。
一
九
六
三
年

の
党
則
の
下
で
も
、
党
総
務
、
元
党
総
務
、

会
計
が
入
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
と
は
全
て
党

機
関
外
の
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
政
治
委

員
会
は
ま
も
な
く
真
の
権
力
を
も
た
な
く
な

り
、
「
諸
決
定
は
政
治
委
員
会
の
外
で
な
さ

れ
、
例
外
的
な
場
合
を
除
け
ば
政
治
委
員
会

は
真
の
討
論
な
し
に
議
会
の
外
で
な
さ
れ
た

政治委員 会の メン パー の内 訳

|19聞 1 月 |1961年 3 月 I(;~~年11 う
(ボルド一大会後)I(ストラスプール大会後)[(ニース大会変〉

12人 16人 47人

別表5

ン パー法定メ

16人

北法29(2・180)312

12人8人

(J. Charlot. L'U.N.R.. op. cit.. p.228.) 
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諸
決
定
を
承
認
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
日
と
言
わ
れ
る
状
態
に
追
い
や
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
政
治
委
員
会
の
構
成
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

五
、
党
総
務

口

一
九
六
三
年
の
党
則
合
一
三
条
)
は
「
中
央
委
員
会
は
総
務
・
;
・
を
選
出

す
る
」
と
規
定
し
、
一
九
六
七
年
の
党
則
公
一
一
四
条
〉
は
執
行
局
は
総
務
を

含
む
旨
規
定
し
、
党
総
務
に
言
及
し
て
い
る
が
、
党
則
は
党
総
務
の
任
務
に

つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
党
総
務
の
任
務
等
に
つ
い
て
は
一
九
六
一
二

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

年
の
党
則
の
下
で
は
中
央
委
員
会
の
内
規
に
よ
っ
て
、
一
九
六
七
年
の
党
則

の
下
で
は
執
行
局
の
内
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
党
総
務
は

日
本
の
政
党
で
言
え
ば
幹
事
長
な
い
し
書
記
長
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
ゴ

ー
リ
ス
ト
政
党
は
正
式
な
|
|
つ
ま
り
党
則
に
規
定
さ
れ
た
1
1
党
首
を
置

い
て
い
な
い
だ
け
に
こ
の
総
務
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
し
か
る
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
以
上
見
た
よ
う
に
党
則
の
上
で
の
地
位
は
低
い
。

党
運
営
の
実
際
に
お
い
て
も
、
初
代
の
党
総
務
ロ
ジ
ェ
・
プ
レ
イ
は
公
認

候
補
の
決
定
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
(
第
一
章
第
二
節
三
〉

の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
総
務
は
誰
一
人
彼
の
よ
う
に
大
き
な
権
力
を
行
使

っす
たねる
とご者
さは
えな
言く
わ、

れ「
てス
L 、 オミ

る l
ク
ス
ーマ

ン
L 

r、
3 .... 
p令

? 
冨
炉t
D 
ぞ官、J

に
な
っ
て
し
ま

党
総
務
の
選
出
は
一
九
六
三
年
の
党
則
の
下
で
は
中
央
委
員
会
が
、
一
九

六
七
年
の
党
則
の
下
で
は
執
行
局
が
行
う
。
一
九
六
三
年
の
党
則
の
下
に

お
け
る
場
合
内
規
に
よ
っ
て
そ
の
選
出
は
「
過
半
数
の
票
で
且
つ
秘
密
投
票

で
」
選
出
さ
れ
る
。
し
か
し
選
挙
の
実
際
は
自
由
な
投
票
と
は
ほ
ど
遠
〈
、

1
・
シ
ャ
ル
ロ
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
一
九
六
三
年
迄
に
関
す
る
限
り
、
首
相

ド
ブ
レ
、
国
民
議
会
議
長
シ
ャ
パ
ン
H
J
ア
ル
マ
ス
が
ド
ゴ
l
ル
大
統
領
の
意

に
か
な
っ
た
者
を
強
力
に
推
し
こ
の
者
を
党
総
務
に
選
ば
せ
る
の
に
成
功
し

て
い
る
。

六
、
地
方
組
織

地
方
組
織
の
基
礎
と
な
る
の
は
県
ご
と
に
設
け
ら
れ
る
連
合
会

S
H
H
D
乙
で
あ
る
。
こ
の
連
合
会
に
選
挙
区
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
連
合
委
員

会

(nog-広
『

E
E
C
が
置
か
叫
ん
、
連
合
会
総
務
官

3
b
E
B
E
E
-
)

(
町
A
中
仏
角
川

l

が
置
か
れ
て
い
る
。

一
九
六
三
年
五
月
の
党
則
改
正
迄
は
連
合
会
が
県
委
員

会
ハ
8
5
Xか
伝
M
V
釦
円
陣
内

B
g
g
}〉

の
メ
ン
バ
ー
モ
選
び
、
こ
の
県
委
員
会
が

そ
の
内
部
か
ら
連
合
会
総
務
を
選
ん
で
い
た
。
地
方
に
よ
っ
て
は
県
大
会

(〉

gMmgι
品目当
S
E
E
S
-
2
)
で
連
合
会
総
務
合
選
出
す
る
場
合
も
少
く

な
か
っ
た
。
一
九
六
三
年
の
党
則
改
正
に
よ
っ
て
連
合
会
総
務
は
党
総
務
が

中
央
委
員
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
会
計
な
ど
の
連

合
会
の
役
員
は
連
合
会
総
務
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
匂
二
九
六
三
年
の
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料

改
革
に
よ
っ
て
党
総
務
|
|
連
合
会
総
務

l
l地
方
幹
部
と
い
う
縦
の
構
造

が
つ
く
ら
れ
た
。
新
し
い
制
度
の
下
に
お
い
て
も
党
総
務
が
連
合
会
総
務
を

資

全
く
自
由
に
選
任
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
「
部
分
的
に
は
地

方
の
状
況
に
拘
束
さ
れ
続
け
て
い
民
と
も
言
わ
れ
る
が
、
全
体
的
に
見
る

と
党
総
務
が
地
方
の
幹
部
を
更
迭
す
る
こ
と
そ
可
能
に
し
た
。
一
九
六
三
年

五
月
以
後
、
第
五
共
和
制
に
な
っ
て
か
ら
ド
ゴ

l
ル
支
持
運
動
に
加
わ
っ
た

新
し
い
ゴ
1
リ
ス
ト
の
連
合
会
総
務
の
中
に
占
め
る
割
合
が
急
速
に
大
き
く

な
っ
た
こ
と
は
こ
の
改
革
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
党
則
に
つ
い
て
は
一
九
六
三
年
五
月
に
修
正
さ
れ
た
も
の
(
こ
れ

は
同
・

(
U
Z
L
Oゲ
戸
、

c
.
z
-
H
N
J
8・
2
7
司・

2-llω
品
目
・
に
令
一

文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
)
と
一
九
六
七
年
一
一
月
の
党
大
会
で
可
決

さ
れ
た
も
の
〈
こ
れ
は
司
〉
=
デ

C

0
・
m・
2
の
E
一-
z
w
L
D
l

a
2
m
づ忌
E
Y同

v

・
d
-
司
J

5

1

ア
匂

-mMig-
に
主
要
な
ほ
と
ん

ど
全
部
の
条
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
)
し
か
参
照
し
え
な
か
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
規
約
の
間
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

(
2
)

一
九
六
三
年
の
党
則
六
条
と
一
九
六
七
年
の
党
則
七
条
は
と
も
に

党
を
「
指
導
す
る
」

2
E四
ぬ
る
機
関
の
筆
頭
に
全
国
大
会
を
あ
げ

て
お
り
、
全
国
大
会
が
形
式
上
党
の
最
高
機
関
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

戸

3
〉
一
九
六
三
年
の
党
則
二
一
条
は
、
全
国
大
会
は
中
央
委
員
会
の
八

O
人
の
メ
ン
バ
ー
、
中
央
紛
争
委
員
会

(
g
E
B呂
田
D
ロ
コ
え

FOE-伶

ュ2
8広
三
回
)
、
権
限
統
制
委
員
会

(
B
E
g
-
2
8《

凶
作

g己
g
F
L
2

5
2
L民
国
)
を
選
出
す
る
と
し
て
い
る
。
中
央
紛
争
委
員
会
は
機
関

相
互
間
で
あ
る
い
は
党
の
機
関
と
党
員
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合

に
こ
れ
を
仲
裁
す
る
(
四
一
条
)
任
務
を
も
ち
九
人
で
構
成
さ
れ
る
。

権
限
統
制
委
員
会
は
全
国
大
会
へ
の
出
席
の
資
格
を
審
査
す
る
委
員

会
と
忠
わ
れ
る
が
五
人
で
構
成
さ
れ
る
(
一
一
一
九
条
〉
。

一
九
六
七
年
の
党
則
二
二
条
は
、
全
国
大
会
は
中
央
委
員
会
の
二

O
人
の
メ
ン
バ
ー
、
中
央
紛
争
委
員
会
、
規
約
常
設
委
員
会
を
選
ぶ

と
し
て
い
る
。

(

4

)

地
方
の
代
表
は
党
則
に
よ
れ
ば
「
党
員
数
に
比
例
し
て
」
県
連
合

会
に
割
り
当
て
ら
れ
る
(
一
九
六
三
年
ム
九
則
一
五
条
、
一
九
六
七
年

党
則
一
五
条
)
。
各
大
会
に
何
人
の
地
方
代
表
が
出
席
し
た
か
に
つ
い

て
は
資
料
が
な
い
が
五
九
年
の
ボ
ル
ド
ー
大
会
に
つ
い
て
は
三

O
人

の
党
員
に
つ
き
一
人
の
代
表
が
与
え
ら
れ
、
地
方
代
表
は
総
数
七
七

八
人
で
あ
っ
た
。
』

-
n
EユC
デ
戸
、

C
-
H
L
月
J

G
℃・

2
7
七
-
U
N
-
-

(
5
)

ピ
ζ
0口
仏
。
・

5
1
5
ロヨ・

3
包・

(
6
)
Z
ζ
S
L
0・
一

寸

=2-
一
回
印
由
・

(
7
〉
そ
れ
は
ド
ブ
レ
首
相
の
三
月
一
九
日
の
演
説
の
中
で
示
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
分
配
機
構
の
大
幅
な
改
良
に
よ
っ

て
国
民
の
生
活
水
準
を
改
良
す
る
と
い
う
計
画
と
七

0
0
1八
O
O

億
フ
ラ
ン
を
投
入
し
て
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
つ
く
る
と
い
う
訂
厨
法

(
}
0
7
習
指
E
B
E
4
を
制
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

戸
内
山
富

c=《
日
夕
刊
-
自
民
的
}
回
目
?
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同

(
8
)
戸
、
〉
ロ
ロ
常
吉
-
E
5
5
一
回
目
ア
甘
・
主
l
l
芯
-

(

9

)

下、〉ロコ
Am
何

回

v
o
-
-
Z
』
戸
内
一
山
田
ω
-
℃
由
一
-

(
旧
〉
F
m
g
G
E
m
-
N
ム
l
N
印
=
C
〈
・
3
8

ハ
刊
)
H
h
o
ζ
g
号
w
M
ム
l
M
山
口
2
・
呂
田
ω

(
門
は
〉
「
、
〉
ロ
=
称
。
司
口
一
-
t
』
口
。
一
u
g
w
司
-
U
N
・

ハ
門
川

)
H
r
E
-

(
け
門
)
ピ
又
c
z
L
P
M
m
E
〈
・
-
u
g

(
山
川
)
『
富
。
=
ι
p
日
∞
コ
2
・
3
m
吋
・

(
仲
山
)
H
Z
L

(

行

)

同

寸

王

国

(
問
)
ル
モ
ン
ド
紙
一
九
六
七
年
一
一
月
二
八
日
付
河
-
F
2
2
2
の

解
説
記
事
。

(
川
口
〉
『
冨
g
L
P
M
∞
g
〈
-
一
回
目
吋
・

(
却

)
E
E
・

(
引
)
戸
、
〉
=
=
品
。
宮
E
5
5
一
句
ア
℃
-
C
M
・

(
泣
)
H
Z牛
田

--y-oω
・

(
竹

ω
)
H
Z
L
J
七
一
日
・

(
引
け
〉
戸
、
〉
ロ
ロ
b
o
司
o
t
t
s
E
一
回
吋
ω
・
古
一
一
0

・

(
お
〉
ル
モ
ン
ド
の
記
者
〉
E
E
2
3
は
「
進
歩
派
」
(
胃
c
m
『

gi

E
E
)
「
厳
格
主
義
者
」
(
ユ
問
。
司
王
宮
)
「
実
際
主
義
者
」
(
買
お
B
巴
l

空
間
虫
)
の
三
派
公
『
o
z
b
g
-
2
)
の
存
在
が
こ
の
大
会
で
目
立
っ

て
来
た
と
書
い
た
。
戸
内
云
g《
-
P
N
O
Z
2
・
一
句
ω
・

(
お
)
同
N
E
E
F
ロ
記
者
の
記
事
『
冨
C
口
号
咽
問
。
ロ
ミ
-
一
回
吋
ω
・

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
刀
)
ル
モ
ン
ド
紙
記
者
ロ
ラ
ン
(
〉
-
C
E
R
E
)
は
一
九
六
九
年
こ
う

書
い
て
い
る
。
「
ゴ
l
リ
ス
ム
に
お
い
て
は
決
議
官
百
位
。
る
が
重

要
性
を
も
っ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
党
の
方
針
と
方
向
に
つ

い
て
は
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
中
よ
り
も
プ
ジ
ャ
ー

ド
(
当
時
総
務
)
、
ド
ブ
レ
、
シ
ャ
パ
ン
H
デ
ル
マ
ス
の
演
説
の
中

に
よ
り
よ
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
」
(
ピ
ζ
g
L
0
・
N

門広口・一也白ー可〉

(
明
ぬ
)
「
、
〉
ロ
ロ
常
官
D
E
t
』
戸
内
一
回
目
ア
℃
一
四
吋
|
一
∞
∞

(
泊
)
「
メ
ロ
ロ
常
吉
正
石
市
-
由
自
ω
・
旬
・
印
口

1
2
・
こ
の
時
可
決
さ
れ
た

決
議
は
E
ι
J
司
-
A
O
∞
|
辛
口
∞
・

(
初
)
戸
。
F
向
。
ロ
ι
P
N
∞
』
己
口
}
田
町
田

(
引
〉
F
m
F
向
。
=
L
P
N
仏

bn-一回目白・

(
刊
以
)
円
¥
〉
ロ
ロ
含
宮
-
一
昨
5
5
Z
吋
0

・
司
-
m
o

rp向。
ロ
品
。
・
N
∞
吉
岡
口
一
∞
吋
0
.

(
お
)
]
・
(
U
7
2
-
D
?
下
、
C
-
Z
-
H
P
・
0
司
・

2
寸
・
古
一
土
・

(
日
出
)
中
央
委
員
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な
発
言
た
し
て
い
る
人
物
を
ひ

ろ
い
出
し
て
み
る
と
、
一
九
六
六
年
三
月
一
八
日
の
委
員
会
で
は
ポ

ン
ピ
ド
ゥ
l
首
相
子
。
ζ
g
L
P
M
O
|
竺
ヨ
耳
切
石
田
町
〉
、
一
九
六
九
年

一
O
月
一

O
日
の
委
員
会
で
は

R
・
プ
ジ
ャ
l
ド
総
務
ハ
ピ
冨
C
コ
号

三

o
a
-
一
u
g
)
一
九
七

O
年
五
月
一
一
一

O
日
の
委
員
会
で
は
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
7

ス
首
相
(
『
宮

S
母・

2

5
巳
l

二
巳
口
一
句
己
、
一
九

七
二
年
五
月
五
日
の
委
員
会
で
は
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
首
相
〈
C

Y
向
。
邑
ク
吋
l
l
∞
ヨ
丘
一
句
。
、
一
九
七
三
年
五
月
二
五
日
の
委
員
会
で
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料

は
ド
プ
レ
元
首
相
と
シ
ャ
パ
ン
止
ア
ル
マ
ス
前
首
相
(
『
冨

S
L
0・

N
吋l
l
N
∞

g
g
-
∞吋
ω
)

で
あ
る
。
総
務
が
大
き
な
演
説
を
し
て
い
る

の
は
一
九
六
九
年
一

O
月
一

O
日
の
委
員
会
が
唯
一
の
例
外
で
あ

る
。
こ
の
時
の
プ
ジ
ャ

l
ド
の
演
説
の
中
心
は
「
我
々
の
ポ
ン
ピ
ド

ヮ
l
に
対
す
る
行
動
は
我
々
が
ド
ゴ

l
ル
将
軍
に
対
し
て
と
っ
た
も

の
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
」
ハ
ピ

ζ
B分
-
二

oa・
呂
田
白
〉
と
の
訴

え
で
あ
っ
て
、
こ
の
例
外
す
ら
党
の
主
体
性
を
示
す
も
の
で
は
決
し

て
な
い
。

(
お
〕
』
-
n
r
Rゲ
グ
円
、
、

C
-
Z・岡山
-
w
O
司
-
n
F
F
u
司
・
一
品
一
-

(
お
)
円
Z
Lよ
司
・
一
ム
ア

(
村
山
)
一
九
六
三
年
の
党
則
三
八
条
は
中
央
委
員
会
の
職
務
の
規
則
は
中

央
委
員
会
が
定
め
る
と
し
、
一
九
六
七
年
の
党
則
三
五
条
は
執
行
局

の
職
務
の
規
則
は
執
行
局
が
定
め
る
と
し
て
い
る
。

(
お
〉
』
・
《

U
Zユ
ロ
デ
戸
、

c・
2
・
m
J
C匂
-
a
f
司・一品。

〈
何
日

)
F
E
J
司

M
M
U
・

ハ
刊
〉
ト
ゴ
l
ル
の
立
志
向
は
彼
の
側
近
の
人
々
に
よ
っ
て
ト
プ
レ
や
シ
ヤ

バ
ン

H
デ
ル
マ
ス
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
(
』
・
。

E
ユ
c
?
戸、

C
-

Z
-
m
J
C℃
-
n広
」
℃
-
M
N
U
i
N
ω
O

〉
第
三
代
党
総
務
H
N
・
0
5月
E
T

の
選
出
(
一
九
六
一
年
一
一
一
月
二
八
日
)
、
第
四
代
党
総
務
「
吋
2
2
1

5
5
の
選
出
(
一
九
六
二
年
五
月
九
日
〉
、
第
五
代
党
総
務
』
・

∞E
自
己
の
選
出
(
一
九
六
二
年
一
二
月
二
二
日
)
は
い
ず
れ
も
こ

の
よ
う
な
か
た
ち
で
ド
ゴ

l
ル
の
推
す
者
が
選
ば
れ
た
。
(
』
・

n
Z
T

r?
岡、、

c-z-m.
。官

-
a同
.

方

-
N
ω

一l
l
M
ω
M
・〉

資

(M3
党
所
属
の
大
臣
、
国
会
議
員
、
県
会
議
員
は
そ
の
所
属
す
る
連
合

会
に
お
い
て
連
合
委
員
会
の
法
定
メ
ン
バ
ー
に
な
る
(
一
九
六
七

年
党
規
則
一
二
条
〉
。

(刊当

J
・
シ
ャ
ル
ロ
は
県
大
会
が
連
合
会
総
務
を
選
出
し
て
い
る
一
六

の
県
を
あ
げ
て
い
る
o

h

の『
ω
L
Oゲ
「
、

d
-
Z
-
m
司。司
-
n
-
?
"
司・

3
∞・

(円刊
)
H
E
L
-
-

日}・呂田・

(
川
判

)
H
r
F
L
・
-
℃
-
N
O
O
-

(
M
W

〉
党
の
地
方
総
務
を
「
新
し
い
ゴ

1
リ
ス
ト
」
(
第
五
共
和
制
に
な

つ
て
は
じ
め
て
ド
ゴ

l
ル
支
持
の
運
動
に
加
わ
っ
た
者
〉
と
「
旧
ゴ

l
リ
ス
ト
」
(
大
戦
中
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
あ
る
い
は
、
第
四
共

和
制
下
の

R
-
P
・
F
ま
た
は
社
会
共
和
派
に
参
加
す
る
と
い
う
形
で

以
前
か
ら
ド
ゴ

l
ル
支
持
運
動
を
し
て
い
た
ゴ

l
リ
ス
ト
)
に
分
け

る
と
次
表
の
と
お
り
一
九
六
三
年
以
後
新
し
い
ゴ

l
リ
ス
ト
の
割
合

が
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
地
方
総
務
の
任
命

を
党
中
央
が
行
う
こ
と
に
し
た
規
約
改
正
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
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M
7
一

N
A

一

N
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一

句
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ωω

一

(
糊
片
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民
4
E
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U
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ロ
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C
-
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第
四
章
の
ま
と
め

U
-
N
-
R
は
結
成
さ
れ
て
聞
も
な
い
頃
は
「
良
質
な
人
物
」
し
か
入
党
さ

せ
な
い
と
し
て
入
党
者
を
制
限
す
る
と
の
方
針
を
と
っ
て
い
た
が
間
も
な

く
こ
の
方
針
を
か
え
党
員
数
を
広
大
す
る
こ
と
に
力
を
そ
そ
ぐ
よ
う
に
な
っ

た
。
党
の
選
挙
人
に
は
、
職
業
の
別
、
年
令
の
別
に
よ
っ
て
煽
り
が
少
な

同

く
、
党
が
種
々
の
社
会
層
か
ら
満
遍
な
く
支
持
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

党
則
に
よ
れ
ば
全
国
大
会
が
最
も
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
た
決
定
機
関
で

あ
り
、
全
国
代
議
員
会
は
こ
の
下
に
位
置
し
全
国
大
会
で
な
さ
れ
た
「
決
定

の
適
用
を
監
視
」
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
、
執
行
機
関
で
あ
る
中
央
委
員
会

は
全
国
大
会
や
代
議
員
会
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
、
全
国
大
会
も

全
国
代
議
員
会
も
そ
の
会
の
実
際
の
運
常
に
お
い
て
は
、
外
交
に
関
し
て
は

も
と
よ
り
内
政
に
関
し
て
も
政
府
や
中
央
委
員
会
を
拘
束
す
る
よ
う
な
具
体

的
な
決
定
は
何
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
中
央
委
員
会
と
そ
の
下

に
お
か
れ
る
政
治
委
員
会
は
全
国
大
会
及
び
全
国
代
議
員
会
の
拘
束
を
受
け

る
こ
と
な
く
自
由
に
行
動
し
う
る
。

中
央
委
員
会
及
び
政
治
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
「
法
定
メ
ン
バ
ー
」
の
制

度
が
と
く
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
党
に
あ
っ
て
は
、
首
相
、

元
首
相
、
国
民
議
会
の
議
長
、
国
民
議
会
の
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
な
ど
が
中

央
委
員
会
及
び
政
治
委
員
会
の
法
定
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
政

治
委
員
会
で
は
そ
の
過
半
数
が
法
定
メ
ン
バ
ー
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

党
の
運
符
の
中
心
に
な
る
の
は
こ
れ
ら
の
中
央
委
員
会
及
び
政
治
委
員
会
の

法
定
メ
ン
バ
ー
な
の
だ
が
、
と
り
わ
け
首
相
や
国
民
議
会
の
議
長
が
こ
の
党

に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
党
総
務
が
実
際
に
は
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
し

か
も
権
力
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
と
も
に
、
こ
の
党
が
大
統
領
や

政
府
か
ら
自
立
し
た
固
有
の
機
関
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
言

え
よ
う
c

〈
未
完
〉
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La str~cture et ，les tendances ideo1ogiques du Parti 

gaulliste sous 1a Y. Repub1ique (2) 

YoshiyasuONO 

III. Fusion de l' U. N. R. avec l'.U. D. T. 

En unissant tous 1es‘gauUistes de gauche， 1e Centre de 1a，Reforme 

Repub1icaine est ne en juillet 1958. Apres une defaite miserab1e de 

l' e1ection 1egis1ative en novembre' 1958， l'opinion qui a voulu 1a 

dissolution de ce parti est devenue dominante dans son interieur. Mais 

1es gaullistes du Centre de 1a Reforme Repub1icaine ont recu la .de-

mande du genera1 de Gaulle de muintenir 1eur. formatio・npropre et 

par son aide i1s ont forme l'Union Democratique du Travai1 en 

avri1 1959. Elle a reussi de reunir presque tous 1es gaullistes de 

gauche. 

A l'egard de 1a po1itique sur 1es affaires a1geriennes et de 1a po-

1itique socia1e， i1 y a eu des differences sensib1es entre l' U. D. T. et 

l'U. N. R. Parmi 1es membres de l'U. N. R.， i1 ya eu beaucoup qui 

ont soutenu 1a po1itique de“l' A1gerie francaise" et 1es membres de 

l' U. D. T. ont soutenu presque a l'unanimite l'Autodetermination de 

l'A1gerie. L' U. D. T. a reclame de prendre de diverses po1itiques 

pour l'ame1ioration de 1a position des travailleurs (par examp1e 

l'association des travailleurs a 1a marche et aux fruits de l'entreprise). 

Apres avoir reso1u 1e prob1eme a1gerien， l' U. N. R. et l' U. D. T. 

ont fusionne en novembre 1962. Par cette fusion， l' U. N. R.一一U.

D. T. a reuni p1us que jamais de differents e1ements dans son interieur目

IY. Organisme du parti 

L'organisme forme1 de l' U. N. R. present巴 unfrappant contraste 

avec 1a rea1ite du fonctionnement du parti. 

Se10n 1es“Statuts" adoptes en 1967， 1e comite centra1 assure 1a 

direction du parti “se10n 1es directives definies par 1es assises natio-

na1es et par 1e consei1 nationa1" et 1e bureau executif veille a 
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l'execution des “decisions du comite centra1". Mais en rea1ite 1es assises 

nationa1es (le Congres) n'ont jamais fixees 1es decisions qui con-

traindraient 1e comite central. Le consei1 nationa1 est dans 1a situation 

semb1ab1e. Enfin 1e comite centra1 et 1e bureau executif peuvent 

agir presque 1ibrement. 

Dans 1es“Statuts" adoptes en 1967， d' ailleurs 1e Premier ministre， 

l'ancien Premier ministre， 1es presidents et 1es anciens presidents des 

assemb1ees par1ementaires， un ministre designe par 1e Premier ministre 

et 1es presidents des deux groupes par1ementaires sont 1es“membres 

de droit" du comite centra1 et du bureau executif. Ces hommes qui 

dirigent 1e parti sont 1es hommes du Gouvernement ou du Parlement. 

Ces faits montrent que ce parti n'est pas vraiment independant 

vis-a-vis du President de 1a Repub1ique et du Gouvernement. 

a SU1vre 
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